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○委員長（金子恵委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務厚生常任委員

会を開会いたします。 

令和５年第１回定例会本会議におきまして、本常任委員会に分割付託を受けました、

議案第１４号令和５年度長与町一般会計予算の件を議題といたします。本日は、住民福

祉部高田保育所から審査を行いたいと思います。提案理由の説明を求めます。 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

令和５年度長与町一般会計予算の高田保育所所管につきまして、ご説明させていただ

きます。歳入からご説明します。説明書の１２、１３ページをお開きください。１２款

１項１目１節児童福祉費負担金の２行目、スポーツ振興センター共済保護者負担金２万

３,０００円が高田保育所所管となります。次に、１４、１５ページをお開きください。

１３款１項２目民生使用料２節児童福祉使用料の全て、１,１５１万６,０００円が高田

保育所所管となります。１行目は通常保育の保育料、２行目は町外在住の児童の受け入

れ保育料、３行目は延長保育料、４行目は入所していない児童を預かる一時保育の保育

料、５行目は滞納繰越分の保育料です。次に、２０、２１ページをお開きください。１

４款２項２目民生費国庫補助金２節児童福祉費補助金の１行目の子ども子育て支援交付

金のうち４３１万３,０００円が高田保育所所管となります。内訳は１００万８,０００

円が一時預かり事業、３３０万５,０００円が地域子育て支援拠点事業で、補助率は３分

の１です。続きまして、２行目の保育対策総合支援事業費補助金のうち５万円が高田保

育所所管となります。新型コロナウイルス感染症対策事業分です。次に、２４、２５ペ

ージをお開きください。１５款２項２目民生費県補助金２節児童福祉費補助金の３行目

子ども子育て支援交付金のうち４３１万３,０００円が高田保育所所管となります。内訳

は１００万８,０００円が一時預かり事業、３３０万５,０００円が地域子育て支援拠点

事業で、補助率は３分の１です。次に３６、３７ページをお開きください。２０款５項

１目雑入の下から３行目、副食費２１６万円が高田保育所所管となります。３歳児から

５歳児１人当たり４,５００円、１カ月４０人と想定し、１２カ月分となります。歳入は

以上です。 

次に歳出でございます。１００、１０１ページをお開きください。前年度と比較して

全体で２６５万１,０００円の増加となりました。正規職員の給与等が２０５万９,００

０円増加したのが主な理由です。それでは、３款２項３目高田保育所費を節ごとに昨年

度と異なる部分をご説明いたします。１節報酬の２行目から６行目は会計年度任用職員

の報酬です。３,９２８万２,０００円で、昨年度と比較して２６３万６,０００円の増額

となっております。理由は報酬単価の上昇と、障害児保育に保育士を１名加配したため

です。次に、１０４、１０５ページをお開きください。１２節の樹木剪定業務委託料は

園庭樹木剪定業務委託料から名称変更しました。１２節委託料の最後の行になります。



例年の高田保育所のり面の樹木剪定に、グラウンドのり面の雑木の伐採業務７０万４,０

００円を追加しました。木がグラウンドのり面に生えており、根がのり面のコンクリー

トを押し、爆裂、剥落する可能性があることから伐採を行うこととしました。次に１４

節工事請負費です。１７９万円を計上しておりますが、グラウンドのり面補修工事を行

うものです。のり面のモルタル部分の一部が剥落する可能性があることから補修を行い

ます。以上が高田保育所所管でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので、質疑に入っていきます。まず歳入の方から入っていきます。

１２、１３ページ、負担金です。質疑はありませんか。次、１４、１５ページ、下段の

方ですね。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

１５ページの児童福祉使用料というところで、大体それぞれの各保育料、施設、一般

保育、延長、一時っていうのは、大体子どもの数としてどのくらいいらっしゃるのか、

そこの内訳を教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

１行目の児童福祉使用料は９０名を見込んでおります。９０名のうち３歳から５歳ま

では保育料が無償化となりますので、０から１、２歳の３８名ほどを見込んでおります。

次に広域入所児童分ですけれども、今年度のとおりであれば１名を見込んでおります。

延長保育料ですが１時間２００円、５０名分を見込んでおります。一時預かり料は年間

６００名を見込んでおります。滞納繰越分については、すみません分かりません。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

広域入所っていうのは、例えば長崎市の方から高田保育所の方に受け入れをするって

いうところで１名ということでよろしいんですかね。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

例年時津町や長崎市からの受け入れを行っております。現時点では入所児童の行き先

っていうのがまだ決定していないこともありまして、人数については未定ですが一応１

名ということで上げております。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 



○委員（安部都委員） 

一時預かり年間６００人ということですけれども、これは小学生６年生までというこ

とでよろしいんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

就学前の児童になります。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。では、次に進みたいと思います。２０、２１ページ、これは子ど

も子育て支援交付金の分ですね。その下もです。よろしいですか。最後戻りますので、

次に進めます。次に２４、２５ページ、こちらも中段のところですね。いいですか。で

は３６、３７ページ、雑入の副食費です。質疑はありませんか。それでは進めます。歳

出の方ですね、１００、１０１ページ。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

１０１ページの報酬の件で、障害児保育っていうのが始まったってことになるんです

かね。ひばり学級というのが近くにあると思うんですけど、そのすみ分けみたいなのが

どういうものなのか教えていただけますか。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

障害児保育ですが、今年度年度初めには卒園したお子さんがおりましたので、該当す

る障害児という方がおりませんでした。来年度は加配が必要な障害児がおりますので、

予算要求をさせていただきました。障害児保育はいつも受け入れを行っているんですけ

れども、入所児童がいるかいないかによって、加配の保育士の報酬を付けさせていただ

いております。ひばり学級と高田保育所の障害児に対するすみ分けですが、高田保育所

は両親が就労などによって保育に欠ける児童を預かりするものです。ひばり学級は通級

で療育活動を行う所で、ご両親と一緒に活動を行いながら、または集団の中でそれぞれ

が所属する幼稚園や保育所などで集団生活を行うための支援という部分であります。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

２年、３年、４年、ここ３年間ぐらいのそれぞれ子どもの数と先生の数は分かります

か。 

○委員長（金子恵委員） 



松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

令和２年度は児童数が３月時点で９１名、令和３年度は３月時点で８７名、今年度は

９２名です。令和２年度の職員数は、調理員は除いて３５名、令和３年度が申し訳あり

ません記載していないんですけれども、今年度が３２名です。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

１０１ページの、先ほどの同僚委員の障害児保育事業補助金ということでこうなって

いるんですけれども、これは医療的ケア児を１名受け入れるっていうことで看護師の手

当になるんですかね。そこだけちょっと確認したいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

令和５年度は医療的ケア児の受け入れの予定がございませんので、看護師ではありま

せん。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

高田保育所費全体についてになるかもしれませんけれども、以前、高田保育所は長与

町内のいろんな子育て支援の中核っていうか、核みたいな存在だということ、それから

町内の民間保育園等に対する指導的な役割もあるんだという話を以前されておりました

が、そういった機能というのは現在もなされているのかどうかですね。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

コロナ以前は、町内の子育て機関に講演会や講習会を開催するなどしてそういった立

場に立っておりましたが、コロナが始まってからは、そういう講演会とかを控えさせて

いただきましたので、現在のところそういった事業というのは取り組んでおりません。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

分かりました。コロナが収束した後はどうなるんでしょうか。また復活するのか、も

うそのままやめてしまわれるのか、お願いします。 



○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

全てのものを必要かどうかということを吟味して再開は行いたいと考えております。

一部、子どもたちに直接提供する保育的技術というのはお声掛けをしたいと思っている

ところです。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

今の件は了解をいたしました。もう一つお伺いしたいのが、ここ２０年ぐらいの間に

発達障害児っていうのの顕在化っていうか、それが言われるようになってきましたよね。

私が子どもの時はそういう認識というのがなかったんですが、今そういう子がいらっし

ゃって、やっぱりそういう子たちに対しては専門的な知識を持って子どもに接する、知

識がない方とある方では全く子どもに対するケア、接し方が変わってくると思うんです

が、そういう発達障害児に対する専門的知識、あるいは対応ですね、この辺りっていう

のは十分になされているのかどうか、いかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

専門的な知識については県の保育協会などの研修を受けております。また、障害児の

お子さんが通っておられる専門機関の先生と連携を取らせていただいて、訪問させてい

ただいて現場を直接見させていただく、直接先生から指導法を教えていただく、そして

保護者とも共有しながら保育計画を立てて保育を実施しております。また、ひばり学級

で行っているケースワークなど勉強会にも参加させていただいて、全般的な理論から子

どもそれぞれに対する具体的な指導法まで学んでおります。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。それでは進みます。次のページですね、１０２、１０３ページ。

質疑はありませんか。それでは１０４、１０５ページ。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

先般、条例改正でバスへの補助等、バスのブザー設置補助等を審議したんですけれど

も、高田保育所ではバスは運行していないんですけれども、昨年の福岡での保育所の置

き去り事件、あと静岡でもというのがありました。また最近では、佐世保で保育士によ

る体罰等が今議論されております。昨日は今度東京で保育士が逮捕されたという事件も

ありました。本町ではこのようなことはないとは思っているんですが、何が起こるか分

かりませんので気を引き締めていただきたいと思うんですけれども。高田保育所に関し



ましては、登園、退園とあと在園中の確認等、子どもの所在をはっきりと明確に把握し

ておく必要があるかと思うんですけれども、以前ＩＣＴを活用した、ここにも予算が上

がっているんですけども、そういったのを行っているとお聞きしたんですけれども、改

めてちょっとお聞きしたいんですけれども、その子どもたちの把握ですよね。そのよう

なことをどのように行っているか、説明いただけたらと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

登所、退所についてですが、保護者が携帯でＱＲコードを読むことで、登所時間と退

所時間が把握できるようになっております。そして保育室に子どもが来た時には事務室

の事務机に子どもたちの名簿がありまして、そこでもう一度〇(マル)を付けるようにし

ています。電話連絡もこの子どもでの打刻もない場合は、９時半をめどにご家庭に電話

連絡させていただいて、欠席かどうなのかという確認をします。そこで１日の子どもた

ちの人数というのを１回把握します。そして外に出る時、外から帰る時、その名簿を持

って全員そろっているか玄関の前で点呼を行って人数確認をしております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

そこまで何重にも確認されているということで。あと一つ確認したいのが、通常担当

の先生がいらっしゃる時はいいんですけども、イレギュラーな形で担当の先生がいらっ

しゃらない時とか席を外している時、そういった時の連絡はきちっとなるようになって

いるのか、そこの確認をしたい。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

各クラス複数担任となっておりますので、１人の保育士が抜けるときも保育士同士で

情報共有を行って、把握するようにしています。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

施設設備改良工事というところでお伺いします。先ほどのご説明ですと、グラウンド

のり面の爆裂ですか、それは樹木の、ちょっと私の解釈が間違っているかもしれません

けども、やはり木が大きくなって根が張ってきて、それによって浮き出てっていうこと

なのかということと、やっぱりもうそうなってくるとその木そのものの伐採が必要かな

と思うんで、そういう形になるのかと、他に該当するような箇所がないのかですね。要



するに、今回は予算がこれだけだからもうここだけにしておこうという形に、状況私全

く知りませんけども、これでもうほぼ解決するのか、また年次的にこういったことが必

要になってくるのかはどうでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

今回補修を行う部分は、経年劣化による爆裂等剥落の可能性があるということで補修

させていただきます。のり面の上部に生えている雑木の根が今後影響するのではないか

ということで、直接今根がモルタル部分を押しているというわけではないんですけれど、

予防的な措置ということで伐採を行うようにしました。そして他の部分についても確認

していただいたんですけれど、今すぐ補修が必要ということはないということで、今回

一部だけの補修とさせていただきました。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。歳入歳出いずれでも結構です。質疑はありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

先ほど安部委員が尋ねられていた滞納繰越の１万円、これは委員長が言われたのは収

納推進課に当たるっておっしゃられたんですけど、高田保育所で上げていたら高田保育

所の分なのかなと思うんで。だから昨日収納推進課の説明ではここの部分なかったんで

すよね。そちらに尋ねているんじゃなくて、事務上の処理でどうすればいいのかなと思

ってですね。尋ねていいのか悪いのかっていうのを、局長も含めてちょっとお答えをい

ただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

先ほどの西岡委員の質疑に答弁お願いします。 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

児童福祉使用料滞納繰越分１万円につきましては、前年度実績で見込んだものでござ

います。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 



先ほど、園児数と職員数を私質問した理由はですね、要するにその民間保育所と比べ

た時に、職員の受け持つ園児数、それとどうなのかなと。だからそういう民間も公立も

職員の配置っていうのは、人数的な基準というのは一緒なんでしょうか。まずそれを聞

かせていただきたい。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

児童に対する職員の配置は国の基準で決まっておりまして、それを基本に配置してお

ります。０歳児３名に対して保育士１名、１、２歳児６名に対して保育士１名、３歳児

２０名に対して保育士１名、４、５歳児３０名に対して保育士１名です。この基準は民

間と公立で違いはありません。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

よく今報道でもあっていますように、先生の受け持つ数が非常に多いんじゃないかと、

３０、４０人、多い所はですね。それで目が届かないということもあって、いろいろ問

題も出ているというそういう状況が報道されていますよね。かといって、今おっしゃっ

たように国の定めた基準ですので、それは守っておられるわけですよね。ところが国自

身の配置の数が実態に合わないんじゃないかという指摘もあっているんですが、実際の

日頃の保育の状況、これじゃやっぱりちょっと基準はちょっと改めないといけないよね

とか、そういう実態というのはどうなんでしょうか、長与の保育所の場合ですね。 

○委員長（金子恵委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

実際のところは、国の基準ではなかなか保育が安全に行えないという状況はございま

す。特にその年その年で在籍する児童の状況というので左右されていきます。特に１歳

児の６名に対して保育士１名というところが一番、うちだけではなく多分どちらの保育

所でも苦慮されているのではないかと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。いいですか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

以上で、高田保育所の質疑を終了いたします。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 



引き続き、こども政策課の質疑に入っていきたいと思います。提案理由の説明を求め

ます。 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

それでは、令和５年度長与町一般会計予算のこども政策課所管につきましてご説明を

させていただきます。１２、１３ページをお開きください。歳入でございますが、１２

款１項１目１節児童福祉費負担金から２節、保育料滞納繰越分、２目１節の養育医療費

保護者負担金がこども政策課所管です。例年並みで見込んでおります。１４、１５ペー

ジをお開きください。１３款１項２目２節児童福祉使用料はこども政策課所管です。高

田保育所の保育料をはじめとした各種使用料となっています。次に、１８、１９ページ

をお開きください。１４款１項１目１節社会福祉費負担金の２行目、障害者自立支援給

付費負担金のうち３３万円が養育医療費でこども政策課所管です。３行目の障害児入所

給付費等国庫負担金がこども政策課所管で、障害児通所給付費に対する国庫負担金で、

給付費の見込みから前年度当初より２,７００万円増額となっています。補助率は２分の

１です。次に２節保育所運営費負担金は、処遇改善に伴う給付見込額の増により約２,９

００万円の増です。３節児童手当負担金は、対象児童数の減少により約１,６００万円減

額しております。４節の子育てのための施設等利用給付交付金は、主に預かり保育に係

る分の実績に合わせて減額をしています。次に２目１節保健衛生費負担金の１行目、母

子保健衛生費負担金がこども政策課所管です。未熟児養育医療費の国庫負担金で、補助

率は２分の１となっております。２０、２１ページをお開きください。２項２目２節児

童福祉費補助金のうち、１行目の子ども子育て支援交付金は例年並みで見込んでおりま

す。補助率は３分の１です。２行目の保育対策総合支援事業費補助金は、保育環境改善

等事業として保育所等の送迎用のバス等への安全装置の導入支援を行うための補助金を

計上しております。補助率は２分の１です。３行目の支援対象児童等見守り強化事業補

助金は、５年度は民間事業所２カ所に補助を行います。補助率３分の２です。次に、３

目１節保健衛生費補助金のうち、２行目の妊娠・出産包括支援事業補助金と４行目の出

産・子育て応援事業費補助金がこども政策課所管です。２行目の補助金は産後ケア事業

と産婦健診に対する補助金で、補助率は２分の１となっております。４行目の補助金が、

３月から始まった出産・子育て応援事業に係る補助金で、９月までの補助率が３分の２、

１０月以降は相談支援事業に係るものが２分の１、給付金に係るものが３分の２となっ

ております。２２、２３ページをお開きください。３項２目２節児童福祉費委託金がこ

ども政策課所管です。特別児童扶養手当に係る事務委託金でございます。１５款１項１

目１節社会福祉費負担金、２行目の障害者自立支援給付費負担金のうちの１６万５,００

０円がこども政策課所管です。育成医療費の４分の１県費負担金です。４行目の障害児

通所給付費等負担金も４分の１県費負担金でございます。国費同様給付見込額の増加に

より約１,３５０万円の増となっています。次に、２節保育所運営費負担金、３節児童手



当負担金、４節児童福祉費負担金がこども政策課所管分です。国費の計上と同様の理由

で保育所運営費負担金は増額、施設型給付費等事業費補助金から子育てのための施設等

利用給付交付金までは減額しております。次に２目１節保健衛生費負担金がこども政策

課所管です。未熟児養育医療費の４分の１県費負担金です。２４、２５ページをお開き

ください。１５款２項２目１節社会福祉費補助金の４行目の小児慢性特定疾病児日常生

活用具給付費から８行目までがこども政策課所管です。７行目、８行目が新規事業で、

医療的ケア児等訪問型レスパイト事業費補助金は、訪問看護ステーションが在宅の医療

的ケア児を訪問して行う看護に係る費用に補助するものです。補助率２分の１です。福

祉医療費補助金（高校生）は、長与町で１０月から開始予定の高校生に係る医療費助成

に伴うものです。全額県費負担です。次に、児童福祉費補助金は１行目から３行目まで

がこども政策課所管分でございます。１行目は昨年と同額を計上、２行目は認可外保育

施設の感染症対策に係る補助金、３行目の子ども子育て支援交付金は県費３分の１補助

で、利用者支援事業は６分の１補助となっています。３目１節保健衛生費補助金の４行

目の出産・子育て応援事業費補助金は、出産・子育て応援事業に係る補助金で９月まで

の補助率が６分の１、１０月以降は相談支援事業に係るものが２分の１、給付金に係る

ものが６分の１となっております。３４、３５ページをお開きください。雑入です。上

から１７行目養育医療費返還金がこども政策課所管です。３６、３７ページをお開きく

ださい。５行目の保健事業参加者負担金のうちの１１万５,０００円と、９行下の放課後

児童クラブ光熱水費負担金がこども政策課所管です。どちらも例年並みとなっています。

歳入は以上です。 

次に、歳出でございます。８６、８７ページをお開きください。３款１項１目社会福

祉総務費のうち１節報酬の４行目と５行目がこども政策課所管です。５行目の児童虐待

防止専門員報酬は専門員１名分です。２節給料のうち２,７６０万円、３節職員手当等の

扶養手当から次のページの２行目児童手当までの１,６６０万４,０００円、その下の段

の会計年度任用職員期末手当、４節共済費の共済組合負担金のうち８７４万２,０００円

と、その下の段の会計年度任用職員社会保険料がこども政策課所管です。人件費につき

ましては、課長以下、子育て支援係８名分と児童虐待防止専門員に係る経費です。７節

報償費の講師謝礼は虐待対応研修会の分です。８節旅費の普通旅費のうちの２万８,００

０円、研修旅費、費用弁償のうち４万７,０００円、会計年度任用職員通勤手当はこども

政策課所管で、児童虐待防止事業に係る経費です。１０節需用費の消耗品費のうちの１

万６,０００円がこども政策課所管です。印刷製本費と１１節役務費の通信運搬費、１２

節委託料の３行目福祉医療費システム改修業務委託料、次のページの１９節扶助費の一

番下の高校生医療費分が、新規事業の高校生福祉医療費助成に係る経費です。１１節役

務費の審査支払手数料が、福祉医療費の現物給付に伴う審査手数料となっています。１

２節委託料の福祉医療費システム保守委託料、１３節使用料及び賃借料の２行目と３行

目がこども政策課所管です。９０、９１ページをお開きください。１８節負担金、補助



及び交付金の１行目、長与町福祉団体育成補助金のうちの１０万円がこども政策課所管

です。長与町母子寡婦福祉会の活動に対する補助金です。２行下の支援対象児童等見守

り強化事業補助金は、支援が必要な世帯を対象に、定期的に食材の提供等を通して家庭

訪問しながら見守りを強化するための補助金です。５年度は２団体が活動予定となって

います。１９節扶助費は下から３行目の小り災見舞金以外、こども政策課所管です。下

から２行目の子ども医療費は、コロナ等で受診件数が増加したことにより昨年度より約

８００万円増で計上しております。その下の行の高校生医療費につきましては１,２６３

人分の医療費を計上しております。次に２目障害者福祉費です。障害児に対する部分が

こども政策課所管となります。１節報酬、７行目の療育専門員報酬と８行目の療育補助

員報酬がこども政策課所管です。３節職員手当等の会計年度任用職員期末手当のうちの

２７５万８,０００円、４節共済費の社会保険料のうちの２９４万円がこども政策課所管

です。療育専門員６名、産休代替職員１名、療育補助員１名分になります。７節報償費

の１行目の講師謝礼から３行目の謝礼までがこども政策課所管です。８節普通旅費のう

ちの１万７,０００円、費用弁償のうちの４万円、会計年度任用職員通勤手当のうちの３

７万５,０００円、１０節需用費の消耗品のうちの１９万９,０００円がこども政策課所

管です。９２、９３ページをお開きください。燃料費、食糧費、１１節役務費の上から

２行目の自動車損害共済金と、下から３行目の障害児通所給付費支払事務手数料と、次

の育成医療費支払事務手数料がこども政策課所管です。自動車損害共済金は、ひばり学

級の公用車に係る保険になります。１２節委託料の下から３行目のひばり学級施設管理

委託料がこども政策課所管です。１３節使用料及び賃借料の自動車借上料、有料道路等

使用料のうち７,０００円、公用車リース料がこども政策課所管です。１７節備品購入費

がこども政策課所管です。訓練用の遊具を購入予定です。９４、９５ページをお開きく

ださい。１８節負担金、補助及び交付金の１行目がこども政策課所管です。こちらは新

規事業で、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的

ケア児が利用する訪問看護ステーションの利用料を、１人につき年間２４時間を上限に

助成を行うものです。対象者２名分を計上しております。１９節扶助費の上から８行目、

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費と、下から５行目の障害児通所給付費、その下

の軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金、その下の育成医療費がこども政策課所管に

なります。障害児通所給付費は、利用人数の増加と職員の処遇改善に係る加算により約

５,４００万円の増額となっています。９６、９７ページをお開きください。３款２項１

目児童福祉総務費は全てこども政策課所管となります。それでは節ごとに変更点を説明

していきたいと思います。１節の保健師パート報酬は、５年度よりファミリーサポート

センター事業を社会福祉協議会への委託から直営で行うように変更したことにより、１

名保育師を配置するものです。３節職員手当等、次のページの４節共済費、８節旅費の

３行目、会計年度任用職員通勤手当はこの保健師配置に係る経費です。１２節委託料の

２行目子ども・子育て支援事業基礎調査委託料は、子ども・子育て支援法に基づき５年



ごとに作成する事業計画の第２期が令和６年度までですので、令和５年度から６年度に

かけて住民ニーズ調査を行い、令和７年度から１１年度までの第３期事業計画を策定す

るものです。計画を２年にわたり行うため債務負担行為を計上しております。令和５年

度長与町一般会計予算書の８ページをお開きください。令和６年度の計画策定業務に係

る委託料として、３５０万円を限度として予算を計上させていただいております。９８、

９９ページへお戻りください。１８節負担金、補助及び交付金の一番下の行、ファミリ

ーサポートセンター事業相互援助活動補助金は、利用者が育児の援助を利用する際の利

用料の減免措置で、多子世帯、ひとり親世帯の利用や、子育て支援について協定を結ん

でいる事業所の寄付を活用し、利用料の減免をするものです。１９節扶助費の１行目児

童手当は、対象児童の減少のため対前年度比３.２％減となっております。１００、１０

１ページをお開きください。２目児童福祉運営費１８節負担金、補助及び交付金は、障

害児保育事業補助金からあやめ幼稚園運営補助金（２・３号）までが、保育園、こども

園、新制度に移行した幼稚園に対する運営補助金です。一番下の行の保育環境改善等事

業補助金が、保育所等の送迎用のバスへの安全装置の導入支援を行うもので、３施設５

台分を計上しております。１０４、１０５ページをお開きください。４目児童館費です。

昨年度との変更点のみご説明いたします。１節報酬の一般事務補助パート報酬は、各児

童館の事業拡充を行う予算は増加しておりますが、コロナ対策で消毒作業を行うための

予算を削減しているため減額予算となっています。１０節需用費の５行目電気使用料は、

実績見込みにより約１７０万円増額しています。１０６、１０７ページをお開きくださ

い。１４節工事請負費は、長与南児童館の男女トイレの各１カ所を洋式トイレへ変更す

る工事を予定しております。他は例年並みとなっております。１１２、１１３ページを

お開きください。４款１項１目保健衛生総務費です。２節給料のうち２,１７０万４,０

００円、３節職員手当等、扶養手当から下から２行目の児童手当までの１,３４０万４,

０００円、４節共済費の共済組合負担金のうち７１２万８,０００円がこども政策課所管

です。母子保健係６名分の人件費になります。１１４、１１５ページをお開きください。

４款１項２目感染症予防費です。１節の一般事務補助パート報酬のうち１０万１,０００

円がこども政策課所管です。予防接種の予診票のチェックをお願いしております。８節

普通旅費のうちの８,０００円、研修旅費のうちの９,０００円、会計年度任用職員通勤

手当のうちの９,０００円、１０節消耗品費のうちの３万３,０００円、印刷製本費のう

ちの２５万８,０００円がこども政策課所管です。１１６、１１７ページをお開きくださ

い。１２節予防接種委託料のうち１億２,２００万円がこども政策課所管です。１９節の

予防接種助成費のうち１５０万円がこども政策課所管です。次に３目母子衛生費は全て

こども政策課所管となっております。それでは変更点のみご説明いたします。１節報酬

の一般事務補助パート報酬ですが、出産・子育て応援事業に係る給付金事務を行うため、

１名分を増額しています。保健師パート報酬が昨年度より９５万６,０００円の増となっ

ております。出産・子育て応援事業に係る伴走型の相談支援を行うための１名分を増額



しております。３節の会計年度任用職員期末手当と４節の会計年度任用職員社会保険料

は、助産師パートの分が増額となっております。７節報償費は、母子保健推進員の訪問

時の報償費を１件当たり５０円増額させていただいております。１２節委託料の健康診

査委託料の減額は、出生数を昨年度の３８０人から３５０人と想定したことが減額の大

きな理由です。産婦健診は実績に合わせて昨年度より減額をしています。１１８、１１

９ページをお開きください。１８節負担金、補助及び交付金の２行目、出産・子育て応

援給付金は妊婦、子ども３６０人分を計上しております。他は例年並みとなっておりま

す。次に、１８０、１８１ページをお開きください。１０款４項１目幼稚園教育振興費

はこども政策課所管です。例年どおりに計上しております。 

次に、令和５年度の主要な施策に関する説明書の１３、１４ページをお開きください。

こども政策課の主要な施策としましては、６項目掲載させていただいておりますので後

ほどご参照ください。次に、２６ページに特別職、非常勤職員の報酬の人数と予算額を

計上しております。３２、３３ページに補助金・負担金一覧を、４２ページには長期継

続契約予定分を計上しております。以上がこども政策課所管分でございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので、質疑に入っていきますが、幅が広いのでページごとに行き

たいと思います。まず、１２、１３ページ、下段の方です。質疑はありませんか。次、

１４、１５ページ、よろしいですか。次、１８、１９ページ、真ん中から下辺りに幾つ

かあります。それでは２０、２１ページ、児童福祉費からその下の方です。いいですか。

では次進みます。２２、２３ページ。戻っても構いませんので次進めます。２４、２５

ページ。では次、３４、３５ページ。３６、３７ページ、これは負担金ですね。質疑は

ありませんか。それでは歳入全般で、質疑はありませんか。それでは歳出の方に移りま

す。まず、８６、８７ページ。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

児童虐待防止専門員報酬の件でお伺いをしたいんですが、１人分ということでありま

す。現在、長与町内の児童虐待、あるいは可能性があるような状況というのは、どのく

らいの数があるのかということと、傾向として心理的なものとか、実際手を出すとか、

その辺りの状況ですよね。また、それは減少傾向なのか、増えているのかとか、ちょっ

とその辺りの実態というのをお聞かせいただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

現在長与町の方で、児童虐待ということで相談を受けている件数ですけれども、３年

度実績で２３５人の相談を受理させていただいております。そのうち虐待相談の件数と



しては１６件となっております。で、その数っていうのが減少しているのか増加してい

るのかっていうことですけれども、児童虐待の相談件数や相談受理件数としては減少し

ております。相談の内容で一番多いのは、やはり養育の育てにくさであるとか発達に特

性があるとか、そういうことで相談をされる方っていうのが現在一番多いというところ

になります。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

状況は分かりました。ただ、今発達の状況ということで言われましたけども、この児

童虐待専門員というのは虐待に特化せずに、そういった子育て支援というかそういう発

達の状況等々の相談も受けているということなのか。発達というのがちょっと虐待と結

びつかないんですがいかがですか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

虐待を行ってしまう心理というところに、やっぱり育てにくさであるとか、経済困窮

とか、そういったいろいろな理由っていうのが存在をしておりますので、育てにくいっ

てことで相談が行われているという状況が、今のところ多いところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。次進みます。８８、８９ページ。次進みます。９０、９１ページ。

よろしいですか。では、９２、９３ページ。進みます。９４、９５ページ。質疑はあり

ませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

９５ページの医療的ケア児等訪問型レスパイト事業費補助金、これは主要な施策の中

にも載っていたと思うんですが、主要な施策の１４ページです。これ現在長与町内の状

況というのを、もう少し詳しくご説明いただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

こちらの医療的ケア児等訪問型レスパイト事業っていうものが、令和５年度から県の

補助事業っていうことで行われますので、長与町の方もこちらの補助を受けて、この事

業を開始するように計画を立てさせていただいております。で、この助成の対象者とい

うのが、人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援が必要な訪

問看護ステーションを利用している在宅の障害児およびその家族っていうのが対象にな

ります。その対象者、長与町でどのような方がいらっしゃるのかというと、人数として



は現在医療的ケア児は５名いらっしゃるんですけれども、そのうちこのレスパイト事業

を助成できる対象というのが現在２名ということになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

医療的ケア児が５名いて、このレスパイト事業の対象となるのが２名、その外れた方

の根拠というのは何でしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

外れた方っていうのが、訪問看護を利用されていない方であったり、この対象になる

人工呼吸器管理とかそういうのではない方ということになります。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

このレスパイト事業補助金は３６万円の支出なんですが、これ県費として１８万円し

か上がってないんですが、残りの１８万円というのはどこにあるんでしょうかね。そし

てもう１個いいですか。この訪問看護師の医療費事業なんですが、これは施設事業もレ

スパイトの中に入ると思うんですが、それは含まれてないですか、子どもたちの。レス

パイト事業費の中に子どもの施設訪問事業と看護師訪問事業というのが含まれるんです

が、それは含まれていない。看護師のみということですか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

こちらの医療的ケア児のレスパイト事業というのが、県と町で２分の１ずつ補助を行

います。ですから、残りの１８万円につきましては町の支出になります。それと、今回

のこちらの事業というのが訪問看護師の利用料っていうことでの支出になります。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。では次進みます。９６、９７ページ。いいですか。９８、９９ペ

ージ。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

先ほど９７ページの保健師パート報酬でファミサポの１名というふうに説明がありま

したんで、そのファミリーサポートセンターの件で。今まで社協に委託していたのを直

営にするという説明が、主要な施策に関する説明書にも書いてあるんですが、まずここ

がなぜそのようになったのかということと、体制をどのようにされるのかというのをお



伺いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

まずファミリーサポートセンター事業を直営にすることになった理由なんですけれど

も、今までずっと社会福祉協議会に委託しておりまして、当初予算を計上する時に予算

の交渉をさせていただいておりました。その中で、まず委託料について人件費の部分で

の経費っていう部分について、どうしても町と社会福祉協議会での金額の折り合いがつ

きませんでしたので、今回はもう直営でさせていただく方が良いということで決断しま

した。で、直営にするということで、子育て支援センターと児童館、そして今回高田保

育所をファミリーサポートセンターの保育を行う場所として利用するということで行お

うと考えておりますので、利用する方としては利用の幅が広がるのではないかというこ

とも期待をさせていただいております。体制としましては保健師パートを１名雇い上げ

をさせていただきますので、その方に協力会員と利用会員のマッチングというのをして

いただくように考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

この件で社協のホームページもちょっと拝見したら、主要な施策の方には保育所が新

たに加わるということと、児童館等施設での受け入れを新たにと書いてあるんですが、

今までも児童館とおひさま広場の活用って、これ行っているふうにホームページには書

いているんで、新しく始まっていますっていうふうに書いていますけど、これは５年度

新規ではなく、あくまでも前年度から行っていることじゃないのかなっていう確認です

ね。それと、その件と予算の件を聞こうかなと。以前３年度決算では約６００万円弱、

今回は４００万円強ですね。というのは、やはりそこは先ほどの人件費の差が出ている

のかというのを、ホームページの方では登録会員者数が増えているっていう説明がある

んですよね。ですので、ここ何とかっていうのがありますよね。登録者数が増えている、

利用者増が見込めるんじゃないかとなった場合、体制が、マッチングはそれで大丈夫な

のか、この２点の確認ですね。お願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

主要な施策にも書いてあるんですけれども、今回土曜日の受け入れ場所ということで、

保育所とか児童館等の施設を開放するということを新たに始めさせていただきます。そ

れと、cocosukiながよの事業ということで、登録会員っていうのは確かに増えておりま

す。利用者についても少し増えております。やはり私たちとしてもこちらの利用を、ち



ょっと預けたいっていうときに預け先があるという安心感っていうのは皆さんに持って

いただきたいということで、このcocosukiながよの事業についても始めさせていただい

ておりますので、利用者は増やしたいという思いはあります。現在１名保健師で対応し

ようと思っておりますが、こども政策課の中の職員とも協力させていただきながら、保

健師がいないときには他の職員がカバーするというようなことで実施していきたいと考

えております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

今の同僚委員の部分と関連するんですが、現在このファミリーサポートセンターの利

用は大体何件ぐらいの方が利用されているんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

大体月に２０人から３０人の方が利用されています。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

分かりました。ちょっと気になるのが、社協に委託していたのが町が直営ということ

は一定町は非常に責任を持つ形になるわけですよね。で、保健師を１人、その方がはま

ってくれるっていうのは分かるんですけれども、先ほどの説明でもあるように非常に膨

大な仕事量を抱えた中で直営にするっていう形になりますと、果たして現在のこども政

策課の職員のマンパワーというか、人的リソースというのがまたかなり圧迫される形に

なって、これをやることによって住民は幅広くできるようになるという一方、本当に職

員の目が行き届くというか、手が足りるのかなという点が非常に、そっちの面もまた気

になるんですが。何か組織の中でそこをうまいこと解決していくっていうような話し合

いっていうのはどうなんですかね、大丈夫なのかですね。 

○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口陽子君） 

今、準備は町の職員でさせていただいているところなんですけれども、今まで時間が

かかっていたマッチングに対する電話での受け付けであったりだとか、利用者に対する

利用予約の受け付けなどを電子でするなど、利便性とこちらの方も簡単に時間をかけず

にできるような方法を考えて、今検討させていただいているところです。なので、今ま

でよりも時間を削減できるのと利用者へのサービスも拡充という点で、直営にするとい



う点を選びました。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。では次進みます。１００、１０１ページ、上段の分ですね。次１

０４、１０５ページ、児童館費です。質疑はありませんか。次１０６、１０７ページ、

児童館費の続きですね。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

１０７ページの１４節工事請負費です。南児童館の洋式トイレということなんですけ

ども、この洋式トイレの改修というのは児童館、もうこれで全部終わりなんですかね。

そこをちょっと確認したいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

まだ残っております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。次が１１４、１１５ページ。次進みます。１１６、１１７ページ、

母子衛生費、全てがこども政策課ですね。質疑はありませんか。次１１８、１１９ペー

ジ、真ん中から上ですね。質疑はありませんか。では、１８０、１８１ページ、これは

教育費の幼稚園費の部分です。よろしいでしょうか。それでは主要な施策に関する説明

書含め、歳入歳出いずれでも結構です。質疑はありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

主要な施策の３３ページの３款２項１目児童福祉総務費の下から２行目、保育士・幼

稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金、これ、こども政策課でよかったですか。本

年度はゼロになっているんですよね。これ、予算が下りてこなかったっていうことです

か。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

昨年度の９月分までは補助金として入ってきておりましたが、今年度１０月以降は運

営補助金の中に含まれております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

主要な施策の中で、ファミリーサポートセンターを直営にするということでお聞きし



たんですけれども、今、利用料っていうんですかね、これは利用者から幾ら徴収してい

るんですか。それと直営にすることによって無償化になるんですか。それをもうちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

利用料につきましては、１時間当たり通常の場合、朝の７時から夜の７時までが７０

０円になります。上記以外の早朝であったり時間外が８００円で、土日祝日それと年末

年始につきましては９００円という設定を取らせていただいております。直営になった

場合も利用料については変更ございません。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

自分もファミリーサポートセンターの分の質問なんですけども、利用者の登録人数と、

あとサポートしていただける方の登録者数というのを教えていただきたいのと、あと乳

幼児の３カ月から預かるってことだと思うんですけど、結構デリケートなところだと思

うんですが、今まで問題がなかったのかっていうところをお聞きしたいです。 

○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口陽子君） 

現在利用会員が７００名程度で、すみません、現在の数値ではないんですけれども、

協力会員が２００名程度になっております。両方、利用会員と協力会員とも会員になっ

ていらっしゃる方が１５名で、８９０から９００人辺り、今会員がいる状態になってお

ります。ただし、全員が実動されているわけではなくて、実際に動いている協力会員は

５０名程度と聞いております。それで、３カ月から預かることによって事故があったか

どうかっていうことなんですけれども、この１８年間社協に委託させていただいており

まして、ちょっと事故があって保険を使ったっていうのが１件のみっていうことでお聞

きしております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

課長か部長ですね、高田保育所のことについてお尋ねしたいと思うんですが。百合野

にあった保育所を今の所に移転した時に、当時の町長は葉山町長だったですね。公立民

営を前提にしてもいいよねというような話も議会でも、一般質問でも受け取ったんです



けども、その後その動きが出てこなかったわけです。それで現在、それはどうも消えて

しまっているんじゃないかなという感じをするんですが、公立民営化という議論は、現

在はもう全くないのか、また念頭にもないか、あるいは議論をしているのかしていない

のか、その辺りの状況をお知らせください。 

○委員長（金子恵委員） 

栗山部長。 

○住民福祉部長（栗山浩二君） 

私が住民福祉部長を拝命させていただいた中では、あまり公立民営化とかそういうふ

うな協議、議論はございませんでした。若干、部内とかそういった中ではそういった話

もあったようなというふうなことは記憶しておりますが、公式に協議等を行ったことは

ございません。ただ、高田保育所の公立保育所としての良さっていうのを中心に、町内

の保育所、幼稚園等の連携を図りながら公立保育所としてのその重要性を生かしていく、

町内の保育の質を上げていく、教育の質を上げていくというふうなそういう前向きな方

の議論とか協議は行ってきております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

そういう経過があったことは事実でございましてね、私も民営にしなさいよというこ

とでは言っていないわけですね。そういう議論が当初の移転する時の考え方としてはそ

ういう考え方があったということだけは知っておいていただきたいというふうに思うん

ですが、ただ時代も変わっていけば、今部長おっしゃるように町立というのは１館で他

全部５館、民営なんですよね、保育所は、民間ですよね。民間と町立のやっぱり良い面、

悪い面が多々あろうと思うんですよ。だから高田保育所が公立だから、例えば住民は公

立を望んで競争率が高くなったりとか、あるいは民間の活動を阻害するとか、そういう

いろんなことも起きているんじゃないかなというふうな感じもするんですが、そういう

ことはないですか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

保育所の入所に関しましては、やはり保護者のご意見の中で一番入所の決め手ってい

うのは、やはり学校区が大きいのかなっていうふうに思っております。それとやはり通

勤の途中であるとかとそういうのも大きいようでございます。公立の高田保育所でなけ

ればならないというような方も実際いらっしゃるとは思いますけれども、民間の保育所

も保育所なりに特色を出して、園の良さをアピールされておりますので、そこの公立民

間の差っていうのは今のところ感じていないところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 



他にありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

９５ページなんですが、障害児通所給付費の中で利用料がアップする予定がある、ま

た職員処遇改善か何かですかね５,４００万円、それのアップというところでお聞きした

と思うんですが、ちょっともう少し内訳を教えてください。障害児でも、重度とまた軽

度によって、それぞれサービス料も違うと思うんですが、教えていただければと思いま

す。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

児童発達支援の分っていうのは令和５年度にものすごく上がっているわけではないん

ですけれども、一番大きく上がっているのが、放課後等デイサービスを利用する方が増

えているっていうところが今回の増額の大きい要因になります。処遇改善に係る部分と

いうのは、大体１人当たり月額９,０００円ぐらい上がっているようなんですけれども、

実際にどの方が何人ぐらいどれぐらい上がっているということに関しましては、詳しい

資料というのはこちらの方にはありませんので、ただその処遇改善の部分も含めて増額

になっているっていうことで、今回通所給付費については増額させていただいておりま

す。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

以上でこども政策課の質疑を終わります。お疲れさまでした。 

場内の時計で１１時２５分まで休憩します。 

（休憩 １１時１０分～１１時２３分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより住民環境課の質疑に入っていきたいと思います。提案理由の説明を求めます。 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

皆さまおはようございます。連日のご審議お疲れさまでございます。それでは、議案

第１４号令和５年度長与町一般会計予算、住民環境課所管分の主な事業予算につきまし

てご説明いたします。まずは歳入の部でございます。予算説明書の１４、１５ページを

お開きください。１２款１項２目２節清掃費負担金でございます。長与・時津環境施設

組合派遣職員給与負担金で、職員３名分を計上しております。次のページをお開きくだ

さい。下の方です。１３款２項１目１節戸籍手数料から４節諸証明等手数料まで、各種



証明書の交付手数料を計上しております。次のページをお開きください。同項の２目１

節清掃手数料でございます。ごみ収集手数料につきましては、町指定のごみ袋販売分と

粗大ごみ戸別収集手数料分を、２番目のし尿収集手数料は個人世帯と仮設トイレ分を、

３番目の一般廃棄物処理業等許可手数料は一般廃棄物運搬等に係る許可の手数料を計上

しております。２節滞納繰越分はし尿収集手数料の滞納繰越分、その下３節犬登録手数

料は犬の登録および予防注射済票の交付手数料を例年どおり計上しております。下の方

になります。１４款２項１目１節総務管理費補助金は、戸籍情報システムの改修費用と

して社会保障・税番号システム改修費補助金と、マイナンバーカード交付に関する事務

費の補助金を計上しております。次のページをお開きください。同じく１４款２項３目

２節清掃費補助金は、循環型社会形成推進交付金で合併浄化槽１基分を計上しておりま

す。次のページをお開きください。同じく１４款３項１目２節戸籍住民基本台帳費委託

金は、中長期在留者住居地届出等事務委託金を計上しております。次のページをお開き

ください。１５款２項３目１節保健衛生費補助金は、先ほど国庫支出金でもご説明いた

しました合併浄化槽設置に伴います県からの補助金を計上しております。その下２節清

掃費補助金は大村湾海岸清掃に伴う補助金の長崎県海岸漂着物地域対策推進事業補助金

を計上しております。次のページをお開きください。同じく１５款３項１目３節戸籍住

民基本台帳費委託金は、人口動態調査事務委託金およびパスポート事務に伴う市町村権

限移譲等交付金を計上しております。次のページをお開きください。同じく３項３目１

節保健衛生費委託金は、墓地と公害の事務に対する市町村権限移譲等交付金を存目計上

しております。下の方になります。１６款１項２目１節利子及び配当金のうち、説明欄

の下から３番目収入印紙及び長崎県証紙購買基金運用収入を存目計上しております。次

に３４、３５ページをお開きください。２０款５項１目１節雑入になります。説明欄の

方からいきます。中段の資源売払収入、その２行下の収入印紙及び長崎県証紙売りさば

き手数料、２行下の「ながよ町の自然」売払収入、５行下の広告掲載料はごみカレンダ

ーへの広告料で、内数として９６万円を計上しております。次のページをお開きくださ

い。中段付近になります。使用済小型電子機器等引渡し収入、その１段下トイレットペ

ーパー売払収入もそれぞれ存目計上しております。以上が歳入でございます。 

続きまして歳出でございます。７６、７７ページをお開きください。２款３項１目戸

籍住民基本台帳費は全て住民環境課所管分でございます。１節報酬から４節共済費まで

は、課長を含みます住民係の職員分でございます。８節旅費、１０節需用費は経常的な

経費でございます。１１節役務費は、パスポート申請書類および個人番号カード事務に

係る郵送料、それ以外にもコンビニ交付サービスに係る証明書発行委託手数料でござい

ます。１２節委託料は、戸籍総合システムやパスポート交付窓口の端末機、マイナンバ

ーカード印字等のシステム等の保守、これの更新業務に加えまして、マイナポイント支

援業務、それとマイナンバーカード交付予約管理システムの導入のため委託料を計上し

ております。一番下から次のページにいきます。１３節使用料及び賃借料では、戸籍関



係システムやコンビニ交付システム委託料などに加えまして、先ほど申しましたマイナ

ンバーカード交付予約管理システムの利用料を計上しております。１７節備品購入費は、

パスポート事務用の端末機の購入を考えております。１８節負担金、補助及び交付金は、

長崎県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金とコンビニ交付事業運営負担金でございます。

１２０、１２１ページをお開きください。環境係の予算を今からいきたいと思います。

４款１項５目から７目まで全て住民環境課所管でございます。まずは、５目環境衛生費

１節報酬は環境審議会委員報酬でございます。７節報償費は交通環境調査をお願いした

世帯への謝礼経費でございます。８節旅費、１０節需用費につきましては経常的な経費

でございます。１２節委託料は、大村湾や長与川の水質・底質検査等の委託、コンポス

ト跡地環境モニタリングの委託、猫の不妊・去勢手術の業務の委託などを引き続き計上

しております。１８節負担金、補助及び交付金で、合併浄化槽の設置補助金や長崎市営

火葬場維持管理負担金を計上しております。６目狂犬病予防費は全て経常的な経費でご

ざいます。７目地球温暖化対策費でございますが、８節から１１節までは経常的経費で

ございます。次のページの１２節委託料では、地球温暖化対策の計画のための排出ガス

の算定業務委託料を計上しております。１８節負担金、補助及び交付金では、地球温暖

化対策実行計画の協議会負担金とともに、今回新規事業として来年度の主要な施策にも

上げております省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金として６００万円を計上

しております。こちらは一定の省エネ基準を満たしましたエアコンや冷蔵庫を町内で買

い替え、購入した場合に対して補助金を交付できるように、現在、要綱等を整備中であ

ります。４款２項清掃費は全て住民環境課所管分でございます。まずは１目清掃総務費

でございます。２節給料から４節共済費につきましては、長与・時津環境施設組合の職

員の給与を含めました環境係分でございます。７節報償費の資源ごみ回収報奨金は、子

ども会および自治会の資源ごみの集団回収に対します報奨金と環境サポーターの報奨金

でございます。８節旅費、１０節需用費、１１節役務費は経常的な経費でございます。

１２節委託料につきましては、次のページまで続きます。町民一斉清掃、精霊流し、大

村湾一斉清掃に係ります処理、回収運搬の委託料、きれいな町づくり事業委託料として、

シルバー人材センターに委託をしております常設倉庫の資源ごみの回収や、道路・河川

等の清掃およびパトロール業務など、多岐にわたる業務の経費を計上しております。１

３節使用料及び賃借料は、町民一斉清掃時や大村湾一斉清掃時の船や車、草刈り機等の

借り上げ料が主なものでございます。次に２目ごみ処理費でございます。１節報酬、３

節職員手当等、４節共済費はごみ収集員の人件費でございます。旅費は例年どおりでご

ざいます。１０節需用費は、令和４年度まではごみ袋を消耗品として計上しておりまし

た。令和５年度からは委託料として計上しているために、見た目には大幅な減額になり

ます。主なものは、オリジナルトイレットペーパー「ふわぁっチ！」やごみステーショ

ンの修繕用の材料費、印刷製本費では、違反シールやごみカレンダーの製作費でござい

ます。１１節役務費は経常的な経費でございます。１２節委託料でございます。可燃ご



み等収集運搬業務、びん収集運搬業務、不燃・資源ごみ等の回収業務、補助員としての

シルバー人材センターからの派遣職員を含めまして、ごみ収集委託料として計上してお

ります。ごみ収集手数料徴収業務委託料につきましては、町内各施設の事業所等の業務

の販売手数料でございます。それと先ほど申しました、ごみ袋の製作委託料として今年

度新しく計上しております。こちら大袋を１５８万４,０００枚、中袋を８４万６,００

０枚、小袋を６１万２,０００枚、合計の３０４万２,０００枚の製作を予定しておりま

す。次に１８節負担金、補助及び交付金でございます。生ごみ処理機の補助金や資源分

別収集助成金とともに、長与・時津環境施設組合への負担金を計上しております。組合

運営費、熱回収施設関連工事費、交付税充当分を含めました分を計上しております。２

６節公課費は経常的な経費でございます。次のページになります。し尿処理費でござい

ます。１０節需用費、１１節役務費は経常的な経費でございます。１２節委託料につき

ましては、し尿収集委託料、し尿処理委託料、し尿料金システム保守点検委託料、し尿

投入施設運転管理業務委託料などを計上しております。１３節使用料及び賃借料は、し

尿料金システムリース料になります。１７節備品購入費は、日々の収集量を記録いたし

ますハンディターミナルの購入を計画しております。予算に関する説明は以上となりま

す。 

続きまして、主要な施策に関する説明書になります。１１、１２ページに主要な施策

をお示ししております。２６ページには特別職・非常勤職員の報酬を、３１、３２ペー

ジでは補助金・負担金の一覧、４３、４４ページ基金の状況では下から３番目の収入印

紙及び長崎県証紙購買基金が住民環境課所管分でございます。併せてご確認いただきま

すようよろしくお願いいたします。以上が令和５年度の予算となっております。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので、質疑の方に入っていきます。まず歳入の方から入っていき

たいと思います。１４、１５ページ、質疑はありませんか。次１６、１７ページ、手数

料１節から４節までですね。それでは進みます。１８、１９ページ、手数料関係と補助

金ですね。よろしいですか。それでは２０、２１ページ、ちょうど中段の循環型社会の

分です。質疑はありませんか。進みます。２２、２３ページ、これは在留者の分です。

それでは２４、２５ページ、中段の浄化槽設置の分です。戻っても構いませんので、次

進みます。２６、２７ページ、中段より下のところのパスポートこの辺りですね。２８、

２９ページ、これは存目ですね。次進みます。３４、３５ページ、雑入のところです。

質疑はありませんか。同じく雑入で３６、３７ページ。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

３５ページの雑入の中段のところの資源売払収入、これも担当課ですよね。近年紙類

がかなり価格が高騰しているとか、あといろんな金属類も高騰していると思うんですが、



ちょっと私も前年度と比較し忘れたんですが、そういったものも加味して計上されてい

るのか、ちょっとそこを伺います。 

○委員長（金子恵委員） 

松本係長。 

○係長（松本雄輔君） 

資源売払収入につきましては、過去３カ年分の平均の数量に、実際の今年度見積りを

取った単価を掛けて計上しております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

ちなみにその見積りというのはやはり近年の高騰分が反映されたかなというような感

触なのか、分かりますか。 

○委員長（金子恵委員） 

松本係長。 

○係長（松本雄輔君） 

おっしゃるとおり、金属類、特にアルミ缶の単価が大幅に増額している見積りの結果

となっております。 

○委員長（金子恵委員） 

他に質疑はありませんか。歳入全般でよろしいですか。それでは歳出の方に移ります。

７６、７７ページ、戸籍住民のところです。質疑はありませんか。次の７８、７９ペー

ジの上段部分までが住民係です。次１２０、１２１ページ、このページは全て住民環境

課ですけど質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

令和５年度についても、コンポスト跡地の調査が継続して実施されるということです

が、ちなみに現状まだこのガスっていうのは相変わらず排出が続いているのか、それと

も減少しているのか、どのような状況なんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

今年度の状況を確認したところ、やはり例年と変わらない状況で横ばい状況と。で、

ガスも出る場所は出る、出ない所は出ない。やはり、天候にもちょっと左右される部分

もありまして、タイミングによってはちょっと高くなる、低くなるということがあって

おります。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 



堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

猫の不妊・去勢事業委託について、これももう例年出されているというふうに思うん

ですけれども、ご承知と思うんですが私の地元でもちょっとここが問題になっていて。

特に運悪く私の住んでいる所の範囲１００メートルぐらいっていうのが非常に住民も困

ってらっしゃるっていうか、特に地域猫をやりながら同じ地域の中で野良猫が繁殖して

いる。しかもその野良猫が家庭菜園というか自分の家でトマトを作ったりいろんなこと

をしている所にふん尿をしてもう大変怒り心頭で、私にもどうにかならんのかって言っ

てきますし、自治会長にも言ってきて。多分自治会長は役場の元部長だから多分連絡は

入っていると思うんですけれども、なかなか打つ手がないんですよね、動物愛護法との

兼ね合いもあって。やっぱり猫を非常にかわいがる、大好きだという人にとっては、そ

れを捕獲して持って行くなんて何たることだということで非常に住民感情的なものもあ

るし、一方では本当困っているんだという声もある。私もいろいろ調べたりするけども

良い解決策というのはなかなか見当たらないんです。で、その辺りはなかなか対応が難

しいってのはやはり町としてもそういう感じなんでしょうか。何か良いアイデアとかな

いものなのかですね。お願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

猫、特に野良猫に対しては委員おっしゃられますとおり、打つ手がないというのが現

状でございます。ただ、今回猫の不妊・去勢手術の委託料というのを計上している。中

にはこれもやらない自治体もあります。長与町としてできることは、まずここの部分か

なと思っております。それと、先ほど言われました地域猫、この分についてはやはり県

の事業でもありますので、そこは連携を取ってやっていきたいと。言われるとおりこれ

という良いのがない状況でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

質疑をしたいので委員長を交代します。 

○委員（松林敏委員） 

質疑はありますか。 

金子委員。 

○委員長（金子恵委員） 

今ありました猫の不妊・去勢事業なんですけれども、まず大体今年度は何頭を予定し

ているんでしょうか。 

○委員（松林敏委員） 

松本係長。 



○係長（松本雄輔君） 

今年度につきましては２４頭申請があっております。令和５年度につきましては２０

頭を計上しております。 

○委員（松林敏委員） 

金子委員。 

○委員長（金子恵委員） 

本当もうこの３日ぐらい前だったんですけれども、地域猫活動をされている方たちが、

猫の捕獲を金網を持ってされていたんですよね。その猫というのがもう妊娠をしていて

もう出産間近ぐらいおなかが大きくて、どういうふうにするのかと聞くと堕胎させると。

町の方が２０頭分ぐらいしかこの事業の対象にしていないからこういうことになるとい

うふうにおっしゃっていたんですけど、１頭当たり８,８００円ぐらいかかるというふう

に言われていましたけど、動物愛護の観点から妊娠した猫を捕獲して堕胎させるという

のは、それは正なのかなあって思うんですよ、逆に。だから、猫の不妊・去勢っていう

のはそこに至る前までにその事業を行ってというか、捕獲して去勢をさせてっていうこ

とが主なんでしょうけれども。自治会内でそういうのをワーワー言いながらされていた

ので、他の住民にもなんてことをしているんだというふうな印象を与えているし、だか

らそういうところをどうにか、かわいそうではありますよね、いくら野良猫とはいえ。

そういうところの指導というのは、もう個人のそういう地域猫活動されている方にお任

せをしているのかどうかですよね。で、必要とあれば２４頭の申請があるうちの２０頭

分っていうことですけれども、それをもうちょっと増やすとかそういうふうな対応とい

うのができないかなと思いまして、その考え方をお伺いできればと思います。 

○委員（松林敏委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

まず１点目の妊娠している場合、町の場合には不妊・去勢手術の対象となりません。

補助も、他にも県のメニューとか国のメニューとかもあるもので、どういった形で団体

の方がやられているのかっていうのはちょっと確認が取れませんが、長与町の場合には、

妊娠している場合では動物病院の方が受けてくれない状況でありますので、その辺はち

ょっと私たちもその内容を確認したいなと思っております。で、２点目のもうちょっと

増やしたらどうかという分につきましては、今年度どうにか予算で収まりそうです。来

年度につきましては今予算計上している分と、年度途中での様子を見て補正予算という

考えも、先の話では出てこようかと考えております。 

○委員（松林敏委員） 

金子委員。 

○委員長（金子恵委員） 

先ほど同僚委員が質問されていたように、この猫の被害って言うのか分からないけど、



家庭菜園から普通の庭の中でふんをされたりとかいうのは、猫の被害っていうのは結構

多くて、ましてやいろんな所で子どもを産んで、そのまま連れて行くにも困る。里親活

動とかいうのにも、そういう場合はつなげるとか、そういうのを諫早の方なんかではよ

くされているのを見かけるので、そういう団体の方と連携を図って、これにプラスした

活動というのをしていただきたいなと。予算と関係なく要望になってしまうんですけど、

そういうところの考え方っていうのを広げていただければと思うんですけど、何かあれ

ば見解をお伺いしたい。 

○委員（松林敏委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

ご提案ありがとうございます。内容につきましては、町でできる範囲と県がやらない

といけない範囲、県ができる範囲というのもありますので、その辺は保健所等とも話を

して、連携を取ってやっていきたいと考えております。 

○委員（松林敏委員） 

委員長を交代します。 

○委員長（金子恵委員） 

他に質疑はありませんか。それでは次１２２、１２３ページ。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

１２３ページ、省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金で、先ほどの国の補助

金ですかね、エアコン、冷蔵庫を町内で購入した場合の補助というところなんですが、

これは１件当たりどのくらいの補助をされる予定なのかお聞かせください。それと、こ

の主要な施策に関する説明書では６１８万９,０００円なんですが、ここでは６００万円

ですね。そして、１８万円というのは各種講習会ですか。あと９,０００円が分からない

んですが教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

まず、１点目の１件幾らかという部分につきましては、現在要綱を整備中ですので今

の計画という形でお答えさせていただきたいと思います。これ、先ほどの分も含めて、

町内店舗で購入して、購入額の５分の１、限度額４万円で今要綱を整備中でございます。

まだ確定ではございません。それと２点目の６００万円を超えた分ですね、ここは通常

の、郵送とか何とかも出てきますので事務費を計上しております。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 



となると１０万円前の冷蔵庫を購入した場合は、半額の５万円と５万円のうちの４万

円が補助ですか。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

基本的な考え方としては、もちろんプラスする分もあるんですが、まず一定基準の物

を購入します、省エネ基準のですね。それの本体価格の５分の１、その補助金の上限が

４万円になります。例えばの話をすると、今の１０万円となると５分の１で２万円とい

う形になります。２０万円のを購入すると４万円という一番効率が良い形になろうかと

考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

同じところで、説明があったのかもしれませんがちょっと聞き漏らしているのでお聞

きします。実際のこの手順なんですが、まずは本人が一定規格の省エネの物を購入して、

それはまずは自分で購入して、例えば領収証等を役場に持って行って申請して、審査が

通れば補助の分が戻ってくるというような仕組みなのかということが１点と、あといつ

開始予定なのか、この辺りの計画はいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

まず申請につきましては、申請書、領収証、そして保証書ですね。要は一定基準を満

たしているかどうかという確認をしないといけませんので、それが分かるようなもので

すね。それと、これはあくまでも今回考えているのが、古い、エネルギー効率が悪い物

を買い替えるという考えがありますので、そのため要は廃家電、家電を廃止した、要は

処分したというのが分かるような書類、これをまず最低限として必要と考えております。

開始時期につきましては、今これもまだ計画中なんですが、令和５年度４月１日以降に

購入したものについて、開始日がまだちょっと定かじゃありませんが、４月の後半ぐら

いから受け付けることができればと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

今の件なんですけれども、ということは申請書を出さないと購入はもうできない。購

入を先にして、後からでもオーケーというところですか。 



○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

４月１日以降の領収日付であれば問題ないと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

同じところなんですが、タイムラグがありますとちょっと気になるのが、買い替えを

したんだという何か証明ですね、例えば家電屋が引き取ってくれるところは一定証明が

できるかもしれませんが、こういう制度があるって知らずに自分でどっかに処理をして、

その証拠が残っていない場合っていうのがちょっと問題が発生するんじゃないかと思う

んですが、その辺りは大丈夫、何か手はあるものかですね。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

今回、エアコンと冷蔵庫を考えております。これは家電４品目という形で正式な処理

をしないといけない物品になっておりますので、本来であれば正規な処理をしている場

合には何らかの証拠書類が本来残るはずです。それを捨てた場合というのは、ちょっと

私たちもまだ想定しておりませんけど、これが可決された後、３月２３日以降に表に出

るものと考えておりますので、４月１日の購入には問題ないのかなと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

他に質疑はありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

まず１点は、この事業も他市町ももう先行して行っているところもあるんですが、今

要件を聞くとかなり厳しいのかなと。補助率も若干低いところのラインかな、２５％、

５万円っていうのがよく見る数字で、それよりも低いのかなというのが一つちょっと気

になりました。あと買い替えを証明するものを提出っていうのも、ちょっとこう、そう

いったのをしているところもありましたし、あと町内に限定しているっていうところも、

経済云々の町内の活性化っていうのも含めて理解はできるんですが、マックスで見ると

今１５０、単純に予算を４で割ると１５０、またエアコンと冷蔵庫に限定されるという

ことで、正直利用があるのかなと、そんなに多くというのを感じました。今度また逆の

ことを言うと、よくこういった補助金であるのが、先ほどとちょっと相反することを言

うんですが、予算到達が結局分からない。だから、購入したけど予算をもうオーバーし

ているんで締め切りましたとかですね。だから、その周知ですよね、ある程度予算がど

こまで今きていますっていうのを周知する、ホームページ等でですよ。そういった仕組



みを整えていただきたいなと。毎日でもいいですし、週に１回でもいいですし、一応そ

こだけ確認しておきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

まず補助金の補助率のお話ですね、これはもう全国津々浦々で金額、率がばらばらで

ございます。今回、近くで先行している隣の長崎市でいうと、６分の１の３万円が上限

でございます。それよりは率、金額ともに上なのかなと考えておりますので、高いか安

いか、率がどうかという部分につきましては、私どもは頑張ったと考えております。そ

れと廃家電の部分ですね、廃家電につきましてはやはり買い替えることが目的、今回の

大きな考えとして省エネルギー対策も考えておりますので、どうしてもやはり古いもの

を処分して、新しい高効率の物でやってもらいたいという考えがあるもので、計上させ

てもらいました。周知方法につきましては、委員がおっしゃられますとおり広報等で随

時状況を確認したいと思います。あと、長崎市の話を聞いていると、やはり最初一気に

来ますが、そのあとはぼちぼち来るような形になると考えております。予算規模も、今

回なんで６００万円かというと長崎市の１０分の１の予算規模で今計上しておりますの

で、この分については適正になるのかなと考えております。あと町内限定につきまして

は、委員も言われましたとおり経済対策も一緒にできればという考えで、今回町内限定

という形で今検討を進めている状況でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

今のところなんですが、国がお示しになるのは４品目というところなんですが、本町

は２品目というところで、エアコンと冷蔵庫以外に洗濯機とかいろいろあると思うんで

すが、そこのところは拡大する予定はないでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

委員がおっしゃいます４品目というのは、家電４品目の処理の部分でよろしいでしょ

うか。まず今回はエネルギー効率がやはり一番、電気を使う消費が大きいものを主に対

象としております。その中でエアコンと冷蔵庫。で、他自治体におきましては給湯器等

も考えられておりますが、長与町としてはこの２品目から始めて、今後予算の状況とか

鑑みまして、項目を増やしていくことも検討はしていかないといけないと考えておりま

す。 

○委員長（金子恵委員） 

それでは、場内の時計で１３時２０分まで休憩します。 



（休憩 １２時０６分～１３時１６分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

１２２、１２３ページ、こちらから質疑を再開したいと思います。質疑ありませんか。 

進みます。１２４、１２５ページ、ここからごみ処理費が入ってきます。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

１２５ページのごみ袋作成業務委託料、長崎市と比べたら長与町は高いんですよね、

ごみ袋代が。だから、少なくとも同じぐらいのレベルにしないと、やっぱり納税者の立

場からすると批判を受けるだろうと思うわけですよ。だから、良い方法を考えていただ

きたいというのがあるんですけれども、どのように考えているか。一般質問でもそうい

う質問が出たんで、やっぱりこれは改善しないといけないと私自身は思っているわけで

すけれども、どのように考えておられるのか、そこをまずお聞きしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

ごみ袋につきましては、委員がおっしゃられますとおりちょっと高額になってきてお

ります。昨年度と比べますと、どうしてもまた昨今の人件費と材料費の高騰、これもま

ず上乗せされているということでございます。長崎市と比べますと、長崎市はごみ手数

料というのは本来取っておりません。長崎市の様式の形の袋であれば、どこが作っても

いいという形でしております。長与町は、大袋で１０袋で１７０円という形で販売はし

ております。これが条例上で決定しておりますので、ここを極論長与町がこの手数料の

部分を触ることになるのか。今言われました、このごみ袋が高額になっている部分とい

うのが、どうしても長与町としてごみ袋を作るときにどういった形でやっていくかとい

う部分で、福祉的な観点を持ちまして、当初障害者の雇用をするために、ごみ袋の作成

というのがまず始まった経過もあります。障害者雇用の面からも、長与町としては今後

はそこを考えながら、一番良い方法を探っていくというのが私どもの答えであります。

障害者雇用の部分をいきなりはしごを外すということもなかなか難しい部分もあります。

そこは今後の検討課題を私たちの宿題としてやっていかないといけないものと考えてお

ります。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

今、障害者雇用の話が出たんですけれども、それとこのごみ袋の販売価格は切り離し

て考えた方がいいんじゃないかなと。障害者雇用は別に補助をすればいいわけだから。

町の別の費用で障害者雇用を図ると。だから、そういった切り分けをして、販売価格、



私ども町民のエンドユーザーに渡る販売価格はやっぱり長崎市と同じ価格の水準にして

いかないといけないと思っているわけですよ。そうしないと批判は大きくなってくるだ

けだし、私も同僚議員の一般質問で確かになと思いました。そこに気づかなかったんで

すけれども、これ町民から「じゃあ障害者雇用だけで上げていいの」という声も出てく

るわけですよ。実際に長崎市に住んでいる人は、長崎市の販売価格で買えるわけだから。

長与町がその価格では買えないということになれば、やっぱり不公平感が出てくる。だ

からその不公平感をなくすために、先ほど言われましたようなやっぱり何かの方法を考

えないと、この不公平感っていうのはずっと続くわけですよね。町民の立場に立てば、

買う方に立てば、できるだけ安いほうがいいわけですよ、長崎市みたいに。これはもう

当然の話なんでね。だからそれをやっぱりしていかないと、不公平感が高まるのではな

いかと思うんですよ。だから、障害者雇用と販売価格の面は切り離して考えられた方が

いいのではないかなと私自身はそう思うんですけども、その辺り再度回答をお願いした

いと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

手数料の値下げの件としてお答えしたいと思います。長与町の１枚１７円というのは、

近隣の中では安い方と私どもは考えております。環境省からの話としてもやはり近隣で

ある程度料金の均等を図りなさいという話があっております。で、先ほど言いましたと

おり、長崎市につきましては料金というのを設定しておりません。長崎市の様式であれ

ばどんな袋でも構わないよという、ある意味全国的には特殊な形を取っております。そ

のためその長崎市の安い料金に合わせるっていうのは、なかなか現状ごみ袋の代金を下

げるというのはなかなか難しいものと私どもは考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

長崎市の方式でやればいいんじゃないですか、逆に言えば。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

長崎市方式となると一切もう長与町が条例から外してしまうという形になります。そ

れを今ここで私どもの口から良いか悪いかというのは返答は難しいかと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

多分、今の質疑を聞いていて、一般質問でされたのはいわゆるごみの手数料を、いわ



ゆる純利益を増やすための方法を考えたらどうか。だから、今のごみ袋の作成の単価が

高いので、圧縮して利益をもっと出したらどうかっていうのが一般質問の趣旨じゃなか

ったかなと思うんですよね。多分、今、質問された内村委員とちょっとかみ合ってない

のかなって感じた部分が、長崎市はいわゆるごみ処理手数料っていうのは取っていない

っていうのでいいんですかね。まずそこを確認したいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

ごみ処理手数料としては存在しておりません。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

長崎市の指定ごみ袋っていうのが販売されていますが、ということはあのごみ袋を販

売しているのはあくまでもそれぞれの個別の業者であって、あの売り上げは長崎市には

１円も入らないという理解だと思うんですけど、確認ですけどいいですか。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

私どももそのように把握しております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

というのを踏まえた上で、受益者負担、最近ちょっといろいろ言われていますけれど

も、いわゆるごみ処理手数料を町民から納めていただいているというのは理解できると

思うんですが、今回いわゆる消耗品費から委託料に変えた、まずなぜ変えたかっていう

ことですね、お尋ねします。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

今年度予算としては、既製品であるごみ袋を購入するためのものという考えの下、消

耗品という形で計上しておりました。しかし、今までもこの話はずっと検討していたん

ですが、実際のところ町でもごみ袋の仕様書を作って入札を行っているという観点を考

えますと、どうしても完成品を最初から買っているわけではなくて、うちの方で様式を

定めてこれで作ってくださいという形で入札しているから、そういった観点からやっぱ

り委託料が正しいのではないかという検討の下、今回新しく委託料として計上させてい

ただきました。 



○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

実態に即した形で委託に変えたということで理解したいと思いますが、あと、先ほど

のごみ袋作成料を圧縮するっていう考え方ですけれども、私は同僚委員がおっしゃった

別の観点から補助を出せばいいんじゃないかっていう、それを社会福祉協議会に委託し

ていると思うんですが。もうここの帳面上はごみ袋作成代が高いっていうことだけ注目

されてしまって、手数料が入ってきてないっていう方にしか注目されないんですよね。

ではなくて、本来の形に戻して、その差額的なものは福祉的観点から別の課で私は負担

すべきじゃないかなと思います。そういった協議とかっていうのは、どうでしょう、行

われていないんでしょうかね。 

○委員長（金子恵委員） 

栗山部長。 

○住民福祉部長（栗山浩二君） 

委託に変えた件につきましても、社協の障害者雇用の観点から発注をずっと継続して

いる件についても、民間に頼んだ場合との比較とかそういった面でずっと協議を今進め

ているところです。課長からもありましたけども障害者雇用の観点からも、平成２５年

の時に障害者優先調達推進法というのができて、そういったところから一定行政は発注

を推進しなければならないという立場もあります。それと実際にそちらの方でごみ袋を

作っていただくっていう中で、当然いろんな民間とは違うような作業効率が悪かったり

とかいう部分もあって、多少はやっぱり価格の差が出てくるという面もあります。そこ

で非常に私どもも苦慮して、今社協とも昨年ぐらいからずっと、大分この件については

現地に行って作業場を見せていただいて、こんなに大変なんだというふうなことも感じ

ながら、ただやっぱり価格をどうにか落としたいというので、協議はもう何回もしてい

るのが現状です。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

私も現場を見たことあるんですけれども、確かに分かります。その社協への委託を私

は否定しているわけじゃない。随意契約の理由書の中にもありますよね。そういった福

祉的観点からの随意契約を認めているという。もう１点ですけれども、長崎市は手数料

を徴収していないっていうのが、一般廃棄物っていうんですか、一般家庭からの廃棄に

関しごみ袋代の中では手数料を徴収していないということですけど、これ事業系となる

とまた別だと思うんですよね。事業系からはかなりの額、確かごみ袋１枚１００円程度

だと私は認識していたんですけども。だから、新たな財源というか一般家庭からではな

い部分からは一定負担をお願いするっていうのも一つは検討課題、検討できるのではな



いかなと、するしないは別としてですね。ですので、いろんな観点から検討が必要だと

思いますが、そういったことは現在のところ、どんな状況かお伺いします。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

ご提案ありがとうございます。委員おっしゃられますとおり、事業系の廃棄物につい

ては事業系の一般廃棄物であれば、本来事業者が責任を持って処理しなければならない

ものになります。ただし、その中でも一部、本当の一般生活じゃないですけどそういっ

た分については、長与町のごみ処理施設を圧迫しない限りは出していいという形での表

現を今しておりますので、そこを仕分けしてするということも考えられます。ただし、

長与町の規模で考えると、個別にまたごみ袋を作らないといけなくなる部分を考えます

と、検討はしていきたいと思いますけどなかなか難しい部分もあるのかなという状況で

ございます。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

今の同僚委員のところで、この４,３３８万円という予算の中で、やはりこの障害者、

現在、ふれあい工房で障害者の就労継続支援Ｂ型をされていますよね。私もよく見に行

くんですけれども、やっぱり彼らたちと話していると本当にもうそこが一番障害者の雇

用の主な就労の場の一部なんですよね。だからあれは本当にものすごく大変な作業で。

そこでこのごみ袋の中に手数料として単価をちょっと上げるというのは私は妥当だろう

なというふうに思っていて。そして、コロナの時にはできなかったんですかね。同じよ

うに就労はできたんですかね。何か賃金がすごくコロナによって下がったっていうか、

なかなかできなくなったというようなことも話を聞いていますのでね。このごみ袋の手

数料としては致し方ないかなと思いますが、その辺りの今後の令和５年度のご判断って

いうのは、再度お聞かせ願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

まずコロナの部分につきましては令和４年度、３年度、２年度もほぼ同じぐらいの量

を作成しておりますので、何も問題なかったのかなと思っております。今後につきまし

ては、もちろん来年度予算ということでこういった形で計上しておりますので、そのま

まの形でまずは検討を進めたいと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。それでは、次の１２６、１２７ページ、こちらで質疑はありませ



んか。そうしたら主要な施策に関する説明書ならびに歳入歳出いずれでも結構です。質

疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

３５ページの資源売払収入の件なんですけども、紙類を資源ごみの回収をちょっと変

えてやったことによって、自分のイメージ的には何か缶とかが出るのが少なくなったよ

うな感じがしていて。そういう実態はないかどうかっていうところと、あと、紙類が燃

えるごみに混じっているのをできるだけ資源ごみとして使うためにということで、今年

新たに始まったことだと思うんですけれども、資源ごみとしての紙の量が増えているか

どうか、その辺分かれば教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

松本係長。 

○係長（松本雄輔君） 

収集方法をステーション回収に変えて、紙の回収量については実際増えております。

アルミ缶、金属類につきましても昨年度に比べて増えている状況です。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

１２１ページの１８節の中の長崎市営火葬場維持管理負担金１,２４３万９,０００円、

これの長崎市との契約内容に基づいて負担金を払っておられると思うんですけれども、

どのような内容になっているのか、まずそれをお伺いしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

まず基本的な考え方として、当該年度につきましては２年前の数量を基礎として出し

ております。要は、令和５年度の予算で考えると、令和３年度に長崎市で幾ら経費がか

かったかという部分に対して、長与町で何体の遺体を焼いたか。で、全体で焼いた分の

長与町の焼いた分の割合によって、毎年の２年後の経費が決まってきます。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

今の答弁内容を整理しますと、２年前のかかった費用にご遺体の数を案分して出して

おられると、時津町も含めてですけどね。分かりました。それで次に、今長崎市はここ

のもみじ谷の火葬場を新たに造り直すということで、もう方針を打ち出しているわけで

すよね。恐らくその案が煮詰まってくると応分の負担を長与町もしていかざるを得ない。



もちろん維持管理もですね。そうすると、今もう既に事務局同士で打ち合わせを始めて

いるのかどうか、長崎市、時津町とね。そこだけお聞きしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

その件につきましては、令和２年度から事務レベルでまず検討している状況です。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

資源売払収入とかごみ関係全体に関わることなんですけれども、ビール６本パックの

紙は今特殊加工がされているということで、紙では出さないでほしいということですよ

ね。これっていうのは今町民の中でどんななんですか。一定もう浸透しているのか、な

かなか混乱しているのか、この辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

その件につきましては、確かに一番当初の頃に比べると少しずつは広まってきている

のかなと考えておりますが、まだ浸透しているという状況ではないと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

そうですよね。それで、自分の自治会で申し訳ないんですけども、一生懸命取り組み、

１６分別のモデル地区だったこともあって非常に熱心にずっとされていて、ステーショ

ンに貼り紙がされていて「マルチパックは出さないでください」って書いて貼り出され

ているんですよ。私それを見た時に、町民がマルチパックって言って分かるのかなって

思うんですけども、私の立場から自治会長になかなか言いにくくてもう黙っているんで

すけども。何か役場の方から環境連合会なんかで住民に分かりやすい説明、例えば現物

か写真かでこれがマルチパックなんですよっていうのを添付したチラシを作って、それ

を配付するとかいうふうにしないと、そもそもマルチパックという言葉自体、多分自治

会長会の中でのやり取りでもうそのまま。マルチパックって書いて出しても住民に伝わ

らないのかなと思うので、少しその辺りをぜひ今後検討された方がいいと思うんですけ

ど、いかがでしょう。 

○委員長（金子恵委員） 

中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 



委員がおっしゃられますとおりマルチパックという言葉がなかなか浸透していない。

極論ですね、冷蔵庫、冷凍庫に入るような紙類については基本的に撥水加工がされてお

りますので、こういったものを基本的には紙類に出さずに燃やせるごみ出してください

という形で、今後の浸透を図っていきたいと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

以上で住民環境課の質疑を終了します。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

引き続き、これより福祉課所管の審査に入りたいと思います。提案理由の説明を求め

ます。 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

皆さまお疲れさまです。それでは議案第１４号令和５年度長与町一般会計予算の福祉

課所管につきましてご説明させていただきます。説明書に沿ってご説明させていただき

ます。まず歳入でございます。説明書の１２、１３ページをお開きください。１２款１

項１目３節老人福祉費負担金のうち、老人福祉施設入所者費用徴収金、その下の過年度

分、それから高齢者生活福祉センター利用者負担金が所管分でございます。老人福祉施

設入所者につきましては３名分、過年度分につきましては平成３０年度に高齢者虐待に

より措置を行った１名分、高齢者生活福祉センターにつきましては１２名の入所者分と

なっております。次のページをお開きください。１３款１項２目１節社会福祉使用料は、

老人福祉センター丸田荘の入浴施設の利用料でございます。次に、１８、１９ページを

お開きください。１４款１項１目１節社会福祉費負担金の２行目、障害者自立支援給付

費負担金のうち３億８,０５９万２,０００円が所管分で、障害者福祉サービスなど障害

者の自立支援給付に係る２分の１の国庫負担分でございます。次のページにまいります。

１４款２項２目１節社会福祉費補助金は全て所管分で、地域生活支援事業補助金につき

ましては障害者の生活支援事業に対する２分の１以内の国庫補助、生活困窮者就労準備

支援事業等補助金は２分の１の国庫補助となっております。２段下に参りまして、３節

老人福祉費補助金の老人保健事業推進費等補助金（原爆分）のうち４３０万８,０００円

が所管分でございます。原爆被爆者対策の特別事業として、窓口や電話などでの相談業

務に対する国庫の補助金で、全額補助となっております。次のページをお開きください。

中ほどになります。１５款１項１目１節社会福祉費負担金の２行目、障害者自立支援給

付費負担金のうち１億９,０２９万６,０００円が所管分で、４分の１の県負担分となり



ます。次のページをお開きください。１５款２項２目１節社会福祉費補助金のうち１行

目から３行目までが所管分でございます。戦没者慰霊碑等維持管理費補助金と福祉医療

費補助金（障害者）につきましてはともに２分の１の補助、地域生活支援事業補助金は

国庫補助額の２分の１の補助となっております。２段下になりまして、３節老人福祉費

補助金のうち在宅福祉事業費補助金は老人クラブの活動に対する補助金でございまして、

補助基準額の３分の２の補助となっております。次のページをお開きください。下の方

になります。１５款３項２目１節社会福祉費委託金は、原爆被爆者対策事務に係る交付

金と障害者手帳の交付事務等に係る権限移譲等交付金、そして戦傷病者の補装具支給等

の請求事務に係る権限移譲等交付金でございます。次のページになります。１６款１項

２目１節利子及び配当金の上から４行目、地域福祉ボランティア基金運用収入が所管分

でございます。次のページをお開きください。１７款１項３目１節社会福祉費寄附金に

つきましてが所管分でございます。存目の１,０００円で上げさせていただいております。

次のページをお開きください。２０款３項１目１節貸付金元利収入のうち、２行目の災

害援護資金貸付金元利回収金（滞納繰越分)が所管分で、平成３年の台風災害への貸付金

の回収分でございます。現在３名の方から徴収を行っているところでございます。次の

ページにまいります。２０款５項１目１節雑入のうち上から８行目、清涼飲料水自動販

売機設置使用料のうち７万２,０００円、２つ下の各種施設電話使用料のうち１,０００

円、こちらは丸田荘の使用料等になっております。その６つ下、高額介護合算療養費支

給に伴う福祉医療費返還金、その４つ下、丸田荘利用料こちらの分が所管分になってお

ります。丸田荘利用料につきましては、丸田荘１階部分を社会福祉協議会がデイサービ

スに利用されておりまして、その分の賃借料と光熱水費等の案分の負担分になっており

ます。次のページをお開きください。同じく１節雑入の下から５行目の緊急通報システ

ム事業利用者負担金と、その下の高額療養費（外来年間合算）支給に伴う福祉医療費返

還金が所管分でございます。緊急通報システム利用者負担分につきましては現在６１名

の方が利用されているところでございます。 

続きまして、歳出になります。８６、８７ページをお開きください。３款１項１目社

会福祉総務費でございますが、１節報酬は上から３つの民生委員児童委員推薦会、地域

福祉ボランティア基金管理委員会および地域福祉計画推進委員会の委員報酬が所管分で

ございます。２節給料、３節職員手当等、次のページにまいりまして４節の共済費、こ

のうち住民福祉部長および福祉課所管職員１１名分の人件費が８,８０５万７,０００円

になっております。７節報償費のうち、２行目の原爆受難者の碑管理謝礼、あと８節旅

費につきましては普通旅費のうち１８万２,０００円、費用弁償のうち３万４,０００円、

その下の１０節需用費につきましては消耗品費のうち５万円、食糧費につきましては全

額が所管分でございます。１２節委託料は、１行目の地域福祉等推進特別支援事業委託

料につきましては、自治会を中心に実施しております福祉員による高齢者の見守り事業

についての委託となっておりまして、現在１１地区、令和５年度は１３地区に拡大を目



標にお願いをするものでございます。３つ下の生活困窮者就労準備支援事業等委託料に

つきましては、住民相互の支え合いネットワークづくりやボランティア活動などの支援

を通じて、住民参加による地域づくりを推進するための委託事業となっております。５

行目の避難行動要支援者等管理支援システム保守委託料はシステムの保守管理委託でご

ざいます。６行目の成年後見制度利用促進中核機関運営業務委託料につきましては、社

会福祉協議会と共同で実施しているもので、高齢者や障害者の権利擁護や成年後見制度

の利用促進を中心となって推進するためのものになっております。１３節使用料及び賃

借料１行目自動車借上料と１８節負担金、補助及び交付金のこのページに書いてある部

分は所管分となっております。１８節の下から３行目の長与町社会福祉協議会運営補助

金につきましては、社会福祉協議会の会長、事務局長および総務地域福祉業務に携わる

職員１７名分の人件費に係る補助でございます。その下の老人福祉センター運営補助金

につきましては、施設の整備、保守点検等、それから平日時間外と休日の管理人の人件

費でございます。昨年比２１６万５,０００円の増額をしておりまして、火災報知機取り

替えなど修繕費の増額が主な理由となっております。次のページをお開きください。同

じく１８節では、３行目の支援対象児童等見守り強化事業補助金以外の３つが所管分で

ございます。一番下の行の福祉避難所運営負担金は、台風や豪雨など災害時に配慮が必

要な方が避難するための福祉避難所が開設された際、施設での消耗品等や人件費等につ

きまして町が負担するものでございます。１９節扶助費につきましては下から３行目の

小り災見舞金、２４節積立金が所管分でございます。続きまして、２目障害者福祉費で

ございます。１節報酬では１行目の障害者自立支援認定審査会委員報酬から６行目の手

話通訳者報酬までが所管分で、このうち一般事務パート報酬、障害者相談支援専門員報

酬、手話通訳者報酬につきましては、福祉課の窓口の業務等を行っている会計年度任用

職員の報酬となります。３節職員手当等のうち１２３万４,０００円、４節共済費のうち

１２８万８,０００円が所管分でございまして、それぞれ会計年度任用職員分でございま

す。７節報償費のうち、４行目の長崎地域福祉有償運送運営協議会委員報償費、それか

ら８節旅費につきましては普通旅費の１４万８,０００円、費用弁償のうち２０万７,０

００円、会計年度任用職員通勤手当のうち１０万８,０００円、１０節需用費のうち消耗

品費のうちの１３万８,０００円、それから次のページにまいります。３行目の印刷製本

費につきましては全額が所管分でございます。１１節役務費につきましては、１行目の

通信運搬費、３行目から７行目の成年後見制度利用支援事業事務手数料までと、一番下

の行の手話通訳者頚肩腕検診手数料が所管分でございます。通信運搬費につきましては、

令和５年度に策定いたします障害者計画等の策定に伴うアンケート調査郵送料でござい

ます。対象者を２,２００人と見込んでおります。１２節委託料につきましては、下から

３行目のひばり学級施設管理委託料以外が所管分でございまして、１行目の障害福祉計

画策定委託料は、令和６年から１１年までの第５次障害者計画、令和６年から８年まで

の第７期障害福祉計画および第３期障害児福祉計画の策定業務委託料でございます。１



３節使用料及び賃借料につきましては、２行目の有料道路等使用料のうち１万７,０００

円と駐車場使用料が所管分で、いずれも障害支援区分認定調査に伴うものでございます。

１８節負担金、補助及び交付金のこのページの分につきましては全て所管分になってご

ざいます。次のページにまいりまして、１９節扶助費になります。１行目の在宅介護者

見舞金から７行目の自立支援医療費まで、その２行下、日常生活用具費から６行目の成

年後見制度利用支援事業費まで、その４行下の身障者医療費と一番下の難病者医療費が

所管分でございます。このうち、７行目の自立支援医療費につきましてが前年度比５２

７万１,０００円の増額となっております。令和３年度実績と令和４年度実績見込みから

の増加率によりまして算出したものでございますが、これからコロナが落ちつきますと

病院へ受診される方の増加が見込まれることなどから、増額にての予算計上を行ってい

るところでございます。次のページをお開きください。４目原爆被爆者対策費につきま

しては全て所管分でございます。続きまして、１０６、１０７ページをお開きください。

３款３項１目老人福祉総務費は全て所管分でございます。７節報償費の長寿者敬老記念

品代につきましては、１００歳を迎えられる方１６名への記念品代、長寿者敬老祝金は

１００歳を迎えられる１６名と、８８歳を迎えられる方２０３名への敬老祝金となりま

す。次のページをお開きください。１２節委託料のうち５行目、緊急通報システム業務

委託料につきましては、ひとり暮らし高齢者など生活に不安がある方に対しまして、緊

急時の通報、日常生活における相談ならびに定期的な安否確認などができる装置を貸与

するもので、１月末時点の設置数が６１件となっております。１８節負担金、補助及び

交付金の２行目、老人クラブ活動費補助金につきましては、老人クラブ連合会や町内で

活動をされております３０クラブへの活動補助金でございます。１９節扶助費のうち、

３行目の高齢者交通費・健康づくり助成金につきましては、高齢者の外出機会と健康づ

くり、介護予防を目的に、７０歳以上の方全員を対象としバス利用券、タクシー利用券

および健康づくり助成券のいずれか希望する券を２,５００円分を対象者に交付し助成

するものでございます。以上が歳出の説明となります。 

続きまして、２３０、２３１ページをお開きください。債務負担行為に関する調書で

ございますが、一番上の長与町社会福祉協議会が金融機関から借り入れる「ほほえみの

家」建設事業資金に対する元利補助金が所管分でございます。期間は令和７年までとな

っております。 

次に、主要な施策に関する説明書でございますが、１３、１４ページになります。障

害福祉計画策定事業と高齢者交通費・健康づくり助成事業について記載をしております。

ご参照いただければと思います。次に、２６ページに所管する特別職・非常勤職員報酬

を掲載しております。３２ページが補助金・負担金一覧でございます。所管分が２０件

ございます。次に、４３ページの基金の状況につきましては、特定目的の３番目、地域

福祉ボランティア基金が所管分でございます。以上が長与町一般会計予算の福祉課所管

分でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 



○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので、質疑の方に入っていきたいと思います。それでは歳入です。

まず、１２、１３ページから入っていきます。質疑はありませんか。下段の方です。そ

れでは１４、１５ページ、よろしいですか。次１８、１９ページ。２０、２１ページ、

質疑はありませんか。進めます。２２、２３ページ、中段辺りです。それでは２４、２

５ページ、質疑はありませんか。では２６、２７ページ、下段の方です。それでは、２

８、２９ページ、これは存目ですね。次の３０、３１ページも存目です。それでは３２、

３３ページ、下段の方にあります。あとからまとめて聞きますので、進めていきます。

３４、３５ページ。次３６、３７ページ。歳入は以上ですが歳入全般で質疑はありませ

んか。よろしければ最終的にはお聞きしますので、歳出の方に入っていきたいと思いま

す。８６、８７ページ、社会福祉総務費ですね、ここから入っていきます。質疑はあり

ませんか。次８８、８９ページ。それでは９０、９１ページ、戻っても構いません、質

疑はありませんか。９２、９３ページ。では次、９４、９５ページ。よろしいでしょう

か。それでは９６、９７ページ、ここは原爆の分ですね。では１０６、１０７ページ、

下段の老人福祉費ですけど、質疑はありませんか。ないようでしたら次進みます。１０

８、１０９ページ。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

１０９ページの１２節委託料、緊急通報システム業務委託料、これも該当するんです

かね。６１件って言われたんですけれども、６１名の対象者がいるという意味であれば、

その６１名の条件っていうのはどんな条件があるのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

まず、現在使われている方が６１名でございますが、予算といたしまして計算させて

いただいておりますのが固定型が７５名、携帯型を１５名、合計で９０名ということで

予算を見積もらせていただいているところでございます。こちらにつきましては年々増

加しておりまして、まず対象者といたしましては、ひとり暮らしの高齢者ということに

なっております。ひとり暮らしの高齢者の方が１人でお住まいになっているときに、自

宅で動き等がなければセンサーが感知しまして、通報センターの方へ通報されるような

仕組みとなっております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

高齢者っていうことであれば、６５歳以上はひとり暮らしであれば全部対象者になる

わけですかね。そういう年齢的な制限があれば、そこもちょっと含めて教えていただき



たいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

森内課長補佐。 

○課長補佐（森内秀朋君） 

申請区分がおおむね６５歳以上のひとり暮らしの高齢者で、病弱等のため日常生活に

おいて特に注意を要する方、それからおおむね７５歳以上の高齢者のみの世帯に属し、

病弱等のため日常生活において特に注意をする者というようなことで要件がなっており

ます。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

質疑をしたいので、委員長を交代します。 

○委員（松林敏委員） 

質疑はありませんか。 

金子委員。 

○委員長（金子恵委員） 

ここで聞くので何となく想像がつくかもしれないんですが、丸田荘の入りの全体と、

歳入歳出の金額が分かれば教えてください。 

○委員（松林敏委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

５年度の予算で歳入を見込んでいる利用者徴収金、清涼飲料水自動販売機使用料、各

種電話使用料、丸田荘の使用料、全て含めまして令和５年度の分の収入が８０３万８,０

００円、支出の方が丸田荘の費用として上げております旅費から負担金まで全てになり

ますが、合計で２,４８１万１,０００円と試算しております。 

○委員（松林敏委員） 

金子委員。 

○委員長（金子恵委員） 

丸田荘の継続というんですかね、それは住民福祉サービスというところに視点を置い

て継続していると。途中何度も利用中止とかを繰り返しながら今あるんですけれども、

多分利用者っていうのは人数的には延べで言えば結構数的には大きいのかもしれないん

ですけど、多分利用している実際の人数というのは、あまり多くはないと思うんですよ

ね。その上、差を見ると１,６００万円の差があって、それが一部の方の住民サービスっ

ていうところに、全体からすると当てはまるのかなというのと、毎年何回かもうとにか

く利用中止になるわけですよね。何かいろいろ壊れたりとか修繕が必要になって。ここ

根本的に継続っていう点で考え直す必要があるのかなとちょっと思っていて、所管とし

てはどういうふうに考えられているのか。この差は結構、入と出の差というのはやっぱ



り考えていかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。 

○委員（松林敏委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

委員がおっしゃられますように、令和３年度には大規模な管の布設替えなどしまして、

費用の方、修繕費がかかっております。また、毎年小さな修繕ではございますが、タイ

ルの貼り替えとか管の掃除、管の布設替えとか小さなものが重なっておりまして、今年

度の予算におきましても８０万円程度修繕費の予算というのをいただいているような状

況になります。こちらにつきましては、現在のところ継続ということで進めているとこ

ろではございますが、今後大きな修繕もしくは工事が入ってきたときには、もちろん長

与町の公共施設等の管理計画の中でどうしていくかというのを再度確認、修正していっ

て、利用者には申し訳ないんですけれども、やむを得ず閉館っていうふうなところも視

野に入れて、現在考えているところでございます。 

○委員（松林敏委員） 

金子委員。 

○委員長（金子恵委員） 

地元の方ですとか、やっぱり利用者の声を聞くと、安いし、近いし、そういうので利

用がしやすいというところもあって、そういう方たちからはなくなるのは惜しいという

声もあるし、ある意味その反対で、バスの利用時間とここの開館時間、そういうものも

考えると、なかなかうまく利用しづらい。道の尾方面とかあちらの方から来る分には利

用しにくいという話もありますし。ここまでの差があるのであれば、もう民間委託にし

てもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、これも予算にあまり関係ない

んですけど、聞くところがあまりないのでよかったら教えてください。 

○委員（松林敏委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

ご提案ありがとうございます。現在私たちの所管および企画等々、公共施設の管理計

画等の中での話では、民間委託というようなことは計画的には載ってきておりません。

ただ、今回このようにご提案いただきましたので、社会福祉協議会がデイサービスが入

っていらっしゃったりとかいうところもあったりもしますので、社会福祉協議会を含め

たところでの民間委託、本当に企業への委託っていうのも研究させていただければなと。

なにぶん施設の方が老朽化が進んでおりますので、民間に委託した場合にどの程度メン

テナンスをしてから、お渡しを、委託するものかとかそういうところも出てくるかもし

れませんので、慎重に研究をさせていただければと思います。 

○委員（松林敏委員） 

委員長を交代します。 



○委員長（金子恵委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

８９ページですけれども、３００万円の成年後見制度利用促進の運営費、これについ

ての内容的なものを、障害者、高齢者の権利擁護のためですけれども、社協への委託の

内容的なものを教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

成年後見制度利用促進中核機関運営業務委託料の分になりますが、こちらは社会福祉

協議会への委託料となっておりまして、中核機関において相談、権利擁護ということで、

障害者、高齢者、対象になられる方の相談、後はそちらの方を今度は成年後見制度、簡

単に言えば成年後見人となられる弁護士とかそういうところへつなぐような、そちらの

相談業務もお願いしております。それとプラスアルファで、昨年度にはなりますが、市

民後見人養成講座といいまして、市民、長与町であれば町民になりますが、町民が地域

で見守り、市民後見人ということで後見人にもなれるというような養成講座、そういう

ふうな周知、あとは研究、研修を全て担っていただいているところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

となると、この３００万円の内訳というのは人件費もろもろ含まれていると思います

が、詳細については分からないっていうところなんですか。そこのところの、何名分と

かいうのはもう分からない。 

○委員長（金子恵委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

社会福祉協議会のその業務に携わる職員の人件費というのは含まれるようにはなって

おりますが、そちらの方が限度額幾らまでですよとかっていうようなことでのお示しの

仕方はしておりませんで、いろいろな業務を含めたところで３００万円。で、もう一つ

付け加えて申し上げますと、相談件数１件当たり幾らというような縛りもござません。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

９３ページの障害福祉計画の策定なんですが、通信運搬費とともにアンケートを２,２

００人にされて、そしてまたこの策定を行うんだろうと思うんですが、その辺り障害福



祉計画作成に伴う目標というか、どういったことを設定をされるのか、そしてまたアン

ケートはどのような形でアンケートされるのか教えてください。ランダムにされるのか

教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

まずアンケートについてでございますが、長与町内にお住まいの方で手帳をお持ちの

方全てにアンケートを取るような今のところ予定にはなっております。また、こちらの

計画の分につきましては業務委託というふうになりますので、委託先とのいろいろなセ

ッションですね、話し合いによってそこのアンケートの枠を広げたり、そのままでいく

かっていうのはまだ決定はしていないんですがそのようにさせていただいております。

また計画につきましては、障害者計画につきましては国の方の障害者基本計画というの

がございまして、こちらに基づいて町の計画を立てていくところでございます。で、こ

の障害者計画を基に、その中で障害者がいろいろなサービスを使われると思うんですが、

このサービスに対しての計画が障害福祉計画となってまいります。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。歳入歳出いずれでも結構です。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

主要な施策に関する説明書で、老人福祉費の１,９１５万円の分のバス・タクシー利用

券または健康づくりの助成券２,５００円分の交付というところなんですが、高齢者によ

ってこの間ちょっとお聞きしましたら、バス・タクシー券もいいけれども、そういった

ものよりもポイント券みたいな、あとはお買物券みたいなものが、そっちの方がいいん

だけどというような要望がありましたけれども、その辺りどのようにお考えになります

でしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

福祉課所管の方には、大変申し訳ありません、お買物券がいいというようなご要望と

いうのがまだ届いておりませんで、本日このようにご意見をいただいたところでありま

すので、今後の施策に検討というか組み入れられないかどうかというのを検討させてい

ただこうかとは今思っているところではございますが、なにぶんこの高齢者の助成金っ

ていうのが、家の外に出てどちらかに行って体を動かしてっていうのが、最初一番の目

的になっております。お買物券というふうなところで発行するのが、それにそぐうのか

そぐわないのかっていうのから研究させていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 



他にありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

以上で、福祉課の質疑を終了します。お疲れさまでした。 

場内の時計で１４時４０分まで休憩します。 

（休憩 １４時２９分～１４時３９分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより、健康保険部健康保険課の審査に入りたいと思います。提案理由の説明を求

めます。藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

それでは、議案第１４号令和５年度長与町一般会計予算、健康保険課所管につきまし

て予算に関する説明書によりご説明をいたします。まず歳入ですが、１２、１３ページ

をお開きください。１２款１項１目３節老人福祉費負担金のうち、当課所管分は一番下、

後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金でございます。本町より長崎県後期高齢者

医療広域連合へ派遣の職員１名に係る人件費でございます。１８、１９ページをお開き

ください。１４款１項１目１節社会福祉費負担金のうち当課所管分は一番上、国民健康

保険基盤安定負担金でございます。この負担金は国保財政の安定化に資するため、保険

者支援分の２分の１相当額を国が負担するものでございます。同じく２目１節保健衛生

費負担金のうち当課所管分は、下段の新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担

金で、個別医療機関へ支払う接種費などに対する国庫負担金でございます。次のページ

の１４款２項２目３節老人福祉費補助金のうち、当課所管分は６１９万７,０００円でご

ざいます。この補助金は、後期高齢者の保険給付費に対する負担金のうち、被爆者に係

る給付費の一部に対する国庫補助金でございます。同じく、３目１節保健衛生費補助金

の一番上、疾病予防対策事業費等補助金は、がん検診受診促進を図るための補助金、そ

れと風疹抗体検査等に係る補助金を計上いたしております。２段下、新型コロナウイル

スワクチン接種体制確保事業国庫補助金は、ワクチン接種を円滑に実施するための体制

確保に対する補助金でございます。次のページの１４款３項２目１節社会福祉費委託金

は、国民年金に係る事務費委託金でございます。１５款１項１目１節社会福祉費負担金

のうち、当課所管分は一番上の国民健康保険基盤安定負担金で、国民健康保険税の軽減

措置に伴う減収のうち４分の３相当額、および国保財政の安定化に資するための繰入基

準額の４分の１相当額でございます。その２段下の後期高齢者医療保険基盤安定負担金

は、保険料軽減措置に伴う減収分のうち４分の３相当額でございます。次のページの１

５款２項３目１節保健衛生費補助金のうち当課所管分は、上から２番目、健康増進事業

費補助金で、健康相談、健康教育等の健康増進事業に対するものと、その下、長崎県骨

髄等移植ドナー支援事業補助金で、対象経費の２分の１を県が補助するものでございま

す。３０、３１ページをお開きください。１８款１項２目１節後期高齢者医療特別会計



繰入金は存目計上でございます。３４、３５ページをお開きください。２０款４項１目

１節後期高齢者医療受託事業収入は全て当課分で、健康診査事業と高齢者の保健事業と

介護予防事業の一体的実施事業を計上いたしております。同じページの５項１目雑入の

うち、下から９番目、後期高齢者医療制度特別対策補助金は、健康ポイント事業に対す

る補助金でございます。その５段下、在宅当番医制事業運営負担金は、在宅当番医制事

業に対する時津町、西海市からの負担金でございます。一番下の臨地実習受入謝金は保

健師等の学習実習受入時の謝金となっております。次のページの上から５段目、保健事

業参加者負担金のうち１万２,０００円が当課所管分でございまして、食育事業の一環と

して実施する児童クラブ等での調理実習における参加者負担金を計上いたしております。 

続いて、歳出でございます。９４、９５ページをお開きください。３款１項３目国民

年金事務取扱費は全て当課所管分で、国民年金事務に係る経費を計上しており、内容に

ついては前年度とほぼ同じでございます。次のページの３款１項５目国民健康保険費は

全て当課所管分で、国民健康保険に係る経費でございます。２節から４節までは職員９

名分の人件費を計上いたしております。２７節繰出金、長与町国民健康保険特別会計繰

出金は、国および県から受け入れた保険基盤安定負担金と、繰入基準によって算出され

た一般会計が負担すべき金額を合算し、国民健康保険特別会計へ繰り出すものでござい

ます。１１０ページから１１３ページにかけてでございますが、３款３項３目後期高齢

者医療費は全て当課の所管分で、後期高齢者医療に係る経費でございます。１節報酬は、

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る保健師、栄養士、看護師、歯科衛

生士の報酬、１８節負担金、補助及び交付金の後期高齢者医療療養給付費負担金は、本

町の後期高齢者における療養給付費の一部を後期高齢者医療広域連合からの請求に基づ

き負担するもの。２７節繰出金の長与町後期高齢者医療特別会計繰出金は、事務費と保

険基盤安定負担金の合計額を後期高齢者医療特別会計に繰り出すものでございます。同

じページから次のページにわたりますけれども、４款１項１目保健衛生総務費は、健康

増進係の職員の人件費および健康センター管理費や保健対策関連の経費で、健康ポイン

ト事業の費用も含まれております。２節から４節の人件費については他課分が含まれて

おりますが、それ以外の節は全て当課の所管分でございます。１節報酬は、健康センタ

ーの事務職員、健康ポイント事業の事務補助職員等の報酬を計上いたしております。１

２節委託料の一番下の健康増進計画策定委託料は、本町の健康増進計画である、健康な

がよ２１の第３次計画の策定を委託するものでございます。１９節扶助費は、骨髄等移

植ドナーに対する支援として休業等による経済的負担を軽減するため、１日につき２万

円を７日を上限に助成するものでございます。同じページの下段から次のページにわた

りますが、４款１項２目感染症予防費は、高齢者の肺炎球菌、インフルエンザ、風疹の

予防接種委託料、結核検診、新型コロナウイルスワクチン接種等に係る費用を計上いた

しております。１節報酬のうち、当課所管分は３万１,０００円でございます。３節職員

手当等は全て当課分、８節旅費のうち当課分は２万６,０００円、１０節需用費のうち当



課分は６０万８,０００円。１１節役務費は全て当課分、１２節委託料の一番上予防接種

委託料のうち２,３４６万４,０００円が当課分、２番目以降は全て当課分でございます。

１９節扶助費のうち当課分が５,０００円でございます。次のページの４款１項４目健康

増進費は全て当課分で、主にがん検診等の各種検診に関連する支出でございます。内容

につきましては昨年度と変更はございません。 

続いて、主要な施策に関する説明書の１９、２０ページをお開きください。３款１項

５目国民健康保険費につきましては繰出金を、同じく３項３目後期高齢者医療費につき

ましては高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施、４款１項１目保健衛生総務費につ

きましては、第３次健康増進計画策定業務および健康ポイント事業を計上いたしており

ます。次に２７ページをお開きください。特別職・非常勤職員報酬一覧でございます。

一番上が健康保険課分でございます。３６ページをお開きください。補助金・負担金一

覧でございます。下段から次のページの上段にかけて健康保険課分でございます。後期

高齢者医療療養給付費負担金は、長崎県後期高齢者医療広域連合資産額のうち１２分の

１を町が負担することになっております。長崎県市町村保健師会負担金につきましては

５名分、長崎県栄養士会会費につきましては２名分の会費となっております。病院群輪

番制病院負担金は、人口割によって長崎市から請求される負担金でございます。在宅当

番医制事業運営負担金は、令和５年度は事務局が本町となっておりますので負担金の納

付がございません。新型コロナウイルス感染症患者転院促進費負担金は、事業が終了い

たしましたので納付はございません。補助金につきましては、食生活改善推進員協議会、

長与町健康づくり推進員協議会へ交付することとしております。フッ化物洗口推進事業

費補助金は、私立の幼稚園、保育園における消耗品費等の実費額を補助することとして

おります。以上が、健康保険課所管分の当初予算の内容でございます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

これから質疑に入りたいと思います。まず歳入の１２、１３ページから入っていきま

す。こちらで質疑はありませんか。次１８、１９ページ、ありませんか。それでは２０、

２１ページ。２２、２３ページ、これは委託金と負担金ですね。ないようでしたら２４、

２５ページ、これは真ん中あたりですね。ドナーの分とその上の分です。それでは次が

３０、３１ページ。３４、３５ページ、受託事業収入と雑入の中に所管の分が入ってい

ます。質疑はありませんか。３６、３７ページに入りたいと思います。質疑はありませ

んか。では歳入全般で質疑はありませんか。歳出に移ります。まず９４、９５ページ、

国民年金事務取扱費ですね。９６、９７ページ、下段近くまで続いています。これが健

康保険費、よろしいですか。それでは進めていきます。１１０、１１１ページ、後期高

齢者の医療費ですね。では次行きます。１１２、１１３ページ。よろしいですか。進み

ます。１１４、１１５ページ。 

岩永委員。 



○委員（岩永政則委員） 

１２節委託料の最後に健康増進計画策定委託料というのが３６４万４,０００円計上

されておりますが、いろんな各課でこういう第１次とか４次とか５次とか作っておられ

るわけですけども、健康保険課での健康ながよ２１の第３期計画ということなんですが、

これを作るのは作るとして、作った後の活用をどういうふうにしておるのか。もう作っ

てしまったら終わりで棚の上に上げて、例えば常時机の上に置いて、例えば総合計画で

も何でも一緒ですね、机の上に置いて常時やっぱり時間があったらそれを見るというよ

うな活用の仕方があるんじゃないかというふうに思うんですけども、なかなか言えんか

ら、そういう活用がされていないということを私実感してきたわけですけども。第２期

なんかの活用を実際どういう活用の仕方をしておるのか、その点をお尋ねをしたいと思

います。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

長与町の健康増進計画、第２期の健康ながよ２１計画におきまして、計画の目標とい

たしまして健康格差の縮小、健康寿命の増進ということを目標に掲げておりまして、そ

れを目指して、誰もが健康づくりが取り組めるようにということで健康ポイント事業や、

運動のきっかけを作るためにっていうようなウォーキング事業など、計画に基づいて事

業を企画、運営しております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

常時活用していますよと言いたいわけでしょう。そういう理解でいいですか、常時活

用しておりますという理解でいいですかね。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

はい、常時計画を見ながら必要な事業に取り組むようにしております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。ないようでしたら、次進めます。１１６、１１７ページ、これは

上段の部分です。次１１８、１１９ページ、健康増進費が所管分になっています。質疑

はありませんか。主要な施策に関する説明書含め歳入歳出いずれでも結構です。質疑は

ありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

主要な施策の健康ポイント事業なんですけども、県のアプリができたということで、



長与町が昔やっていた万歩計を使った事業っていうのはどうなるのかっていうのと、移

行していくっていうことで、例えば長与町ならではのウォーキングのイベントとかでポ

イントの付加とか、アプリの方にもできるかどうか、その辺教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

令和５年度からの健康ポイント事業は、委員がおっしゃるように県のアプリを使いま

して、歩数などに応じたポイントにつきましては、県のアプリを活用してそこでポイン

トが貯められるようにいたします。町独自の活動といたしまして、町で毎月行っていた

体組成の測定会であるとか健康イベントなどに参加した場合は、町独自のポイントとい

うミックンチケットという形でまたチケットを集めて、それを集めるといろんな商品と

交換したりとか、店の割引で使えるなどというような形でしております。基本的には５

年度からアプリに移行というふうにしておりまして、ただスマホはまだお持ちでないと

いう方の場合だけに限って、１年間限定で今まで町で使っていた歩数計を貸し出しして、

また歩数に応じた町のチケットというのを付与するようにしております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

主要な施策に関する説明書の中の、今回の令和５年度の後期高齢者医療広域連合から

の委託によって、健康課題の分析と把握というところなんですが、これはまた新たな何

か施策っていうのが今回ございますでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

後期高齢者医療広域連合から受託を受けている高齢者の保健事業と介護予防の一体的

事業につきまして、県と町の課題である取り組みといたしまして、新たに高齢者の重複

受診であるとか重複服薬、複数の病院にかかったりとか、多くの薬を処方されている方

に対しての訪問指導、確認を行うように５年度新たに実施する予定です。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

以上で健康保険課の質疑を終了します。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 



休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより、介護保険課の審査に入りたいと思います。提案理由の説明を求めます。 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

それでは介護保険課所管分につきまして、説明書に沿ってご説明させていただきます。 

まず歳入でございますが、説明書の１８、１９ページをお開きください。中ほどの１４

款１項１目１節社会福祉費負担金のうち、一番下の低所得者保険料軽減負担金が介護保

険課でございます。これは介護保険料の第１段階から第３段階までの軽減額に対する２

分の１の国庫負担分でございます。次に２２、２３ページをお開きください。３段目の、

１５款１項１目１節社会福祉費負担金でございますが、一番下の低所得者保険料軽減負

担金が介護保険課でございます。国費同様、低所得者保険料の軽減分で県の負担は４分

の１となっております。次のページに移りまして、２段目、１５款２項２目３節老人福

祉費補助金のうち、２番目の介護保険低所得者特別対策事業費補助金が介護保険課で、

これは社会福祉法人等が行う利用者への負担額減免対策費として、県が基準額の４分の

３を補助するものでございます。次に３０、３１ページをお開きください。３段目の１

８款１項１目１節介護保険特別会計繰入金は、介護保険特別会計で受け入れる保険者機

能強化推進交付金を福祉課所管の高齢者交通費・健康づくり助成事業へ充当するもので

ございます。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。１０８から１１１ページにかけての３

款３項２目介護保険費は全て介護保険課でございます。１節報酬から８節旅費までは、

職員および会計年度任用職員の人件費でございます。１８節負担金、補助及び交付金の

社会福祉法人等利用者負担額減免対策費補助金は、歳入で説明しました社会福祉法人が

低所得者に対して介護給付、自己負担額等を減免した場合の社会福祉法人に対する補助

でございます。２７節繰出金につきましては、国が示した基準内での繰出金としまして

介護保険給付費や地域支援事業費の制度負担分、低所得者保険料軽減分、事務費繰出金

に係るもので、前年度比６５万４,０００円、０.１％の減となっております。 

続きまして、主要な施策に関する説明書の１９、２０ページをお開きください。主要

な施策の介護保険課分でございますが、先ほど説明いたしました特別会計への繰出金の

内訳を掲載いたしております。また、３７ページには、補助金・負担金一覧の介護保険

課分を掲載いたしております。以上が介護保険課所管分でございます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので質疑に入ります。まず、歳入の１８、１９ページ、真ん中ぐ

らいです。低所得者の分です。質疑はありませんか。進めます。２２、２３ページ、こ

れも同じく低所得者保険料のところです。 

堤委員。 



○委員（堤理志委員） 

ちょっとざっくりした質問で申し訳ないんですが、介護保険のこうした低所得者に向

けた減免っていうのが、全体のいわゆるどのくらいの割合の方々がここに該当するのか

っていうのって分かりますか。ちょっと知っておきたいなと思ってですね。 

○委員長（金子恵委員） 

浦川係長。 

○係長（浦川真君） 

こちらの算定に当たっては、令和４年度については令和４年４月１日の保険者の数で

算定するんですけども、そちらで今時点で把握している数字で第１段階の方が１,５５１

名、第２段階の方が７８５名、第３段階の方が６６１名で合計で２,９９７名の方が、そ

ちらの軽減の分の人数に該当するんですけども、全体の保険者数が１万１,２４５名にな

りますので、全体の割合としては２６.７％ぐらいの数字になります。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。それでは次２４、２５ページ、質疑はありませんか。それでは次

進みます。３０、３１ページ、繰入金があります。歳入全般で質疑はありませんか。そ

れでは歳出の方に移ります。歳出は１０８ページ下段から１１１ページの中段まで、質

疑はありませんか。よろしいですか。歳入歳出いずれでも結構です。主要な施策に関す

る説明書も含めて、質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

主要な施策でお願いいたします。緊急ショートステイ事業というのが全く５年度はな

くなっていますが、これはどうしてでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

この事業は令和３年から行っていた事業になりますが、今まで利用が全く３年度、４

年度なかったということ、それからこの財源がコロナ交付金を充てていたんですけれど

も、その交付金にも今回該当しなかったということで、緊急ショートステイの分は減額

させていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。よろしいですか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

以上で介護保険課の質疑を終了します。お疲れさまでした。 

場内の時計で１５時３０分まで休憩します。 

（休憩 １５時１７分～１５時２７分） 

○委員長（金子恵委員） 



休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより会計課の審査に移りたいと思います。提案理由の説明を求めます。 

宮﨑会計管理者。 

○会計管理者（宮﨑伸之君） 

こんにちは。それでは令和５年度の一般会計予算の会計所管分についてご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

説明書でございます。まず歳入でございますけども、２８、２９ページをお開き願い

ます。１６款１項２目１節利子及び配当金で説明欄の下から５番目でございます。用品

調達基金運用収入１,０００円が会計課の所管でございます。普通預金の利子分を計上さ

せていただいております。次に、３２、３３ページをお願いします。２０款２項１目町

預金利子８,０００円でございます。これは一般会計の他、町県民税等の歳計外現金の普

通および定期預金の利子分を計上させていただいております。 

次に、歳出でございます。５０ページから５３ページをお開き願います。２款１項４

目会計管理費でございます。職員の人件費が主なものでございますけどれも、１１節役

務費でございますが、窓口収納手数料が新規分となっております。こちらにつきまして

は令和４年４月１日からＱＲコード対応、未対応関係なく一律に納付書１枚につきまし

て３３円の取扱手数料が発生するものでございます。納付書発行所管課におきましては、

対応の事務が煩雑化を招くということから、会計課での一括予算計上をさせていただい

たものでございます。次に、２０４、２０５ページをお願いいたします。１２款１項２

目利子でございます。会計課所管分につきましては、説明欄の一番下にあります一時借

入金利子償還金で８２万６,０００円を計上させていただいております。 

最後となりますが、基金の状況でございます。主要な施策に関する説明書の４３、４

４ページをお願いいたします。会計課所管分につきましては下から２番目でございます

が、用品調達基金が１００万円を有する定期運用基金でございます。庁舎内で使用する

封筒、納入済通知書等を集中購買いたしております。以上で簡単でございますが、会計

課所管分の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

これから質疑を行います。まず歳入です。２８、２９ページ、これは存目ですね。３

２、３３ページ、町預金利子が会計課の分です。それでは歳出、５０、５１ページ、会

計管理費のところです。次のページの上段まで。質疑はありませんか。基金の説明もあ

りました。全体通して質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

会計課の全体的なことになろうかと思うんですけれども、令和５年度というのは長期

金利のいろんな動きが気になるんじゃないかと思うんですけども、それと関連して町の

会計課として何か準備とか対策とか、何かそういうことも検討というのはされているの



か、それともそれはもう成り行き、どうしようもないことなのでこれといった手だてと

いうのは特に考えていないのか、何かあれば。 

○委員長（金子恵委員） 

宮﨑会計管理者。 

○会計管理者（宮﨑伸之君） 

今質問いただきました状況につきましては、まだ低利金利状況が銀行とのやりとりで

は続いていく見込みでございます。現在定期預金等の金利につきましても、昨年度より

も逆に下がっている状況でございます。この中で基金等の運用につきましては、ここ２、

３年かなり低金利政策のおかげでかなり苦しい状況ではございますけども、特別に逆に

いろいろな施策をしない方がいいような状況に考えております。もう本当に今あるお金

を、基金を運用しながら投資的な経費等に使わないように対策を取った方が良い時期で

はないかというふうに考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

５２、５３ページの役務費のところの窓口収納手数料ですね。派出手数料というのが

今年度から発生したわけですが、これは銀行に支払う手数料だと思います。また新たな

窓口の手数料、説明では納付書の収納に対する１件当たり３３円、その納付書の収納と

いうのは町税等の納付書を町が発行している分の収納に対するもの、そういう理解です

か。ちょっと詳しく説明いただけますか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮﨑会計管理者。 

○会計管理者（宮﨑伸之君） 

昨年度から派出所の手数料的なものを１５０万円計上させていただいておりますけど

も、こちらにつきましては十八親和銀行から派出所の方に職員を派遣していただいてお

ると。その業務についての手数料でございます。これは、昨年度から長崎県下一律に同

額で全ての市町が導入したものでございます。今回のものにつきましては、４月から国

の方で納付書の発行につきましてＱＲコードを使用する部分が発生いたします。それに

つきましては、既に３３円というのが決まっておったんですけども、そのＱＲコードを

使用しない納付書を、４税目につきましては国の方で今回４月からＱＲコードを導入す

るという形になっていますが、それ以外のものにつきましては納付書を発行しますが、

ＱＲコードの使用をしない状況でございます。しかしながら、銀行におきましてはもう

全てＱＲコードを使う、使わない納付書につきましては、全て３３円の手数料を徴収し

たいということでございます。ＱＲコードが使える分と使えない分がございまして、固

定資産税、都市計画税、軽自動車税、町県民税の普徴、国保、こういう形でＱＲコード



を付ける分はあるんですけども、それ以外の分については一般的に納付書を発行してい

る分についても同じように手数料を取りたいということになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

大体理解しました。それと以前の審議の中でもちょっと触れたことがあるんですが、

振込手数料、役場から公費分は今振込手数料が０円だったのかな、何かそれをまた徴収、

それを役場に対して課してくるという話があったと思うんですが、それは今年度予算計

上はされていないようなんですけれども、その見通しとか何かそういったのがあれば教

えていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

宮﨑会計管理者。 

○会計管理者（宮﨑伸之君） 

今おっしゃられた振込手数料という考え方でお答えすると、７月からそちらについて

は持ち込み分について有料化をするというふうになっております。こちらについては手

数料を１回の持ち込み当たり３,０００円徴収するようになっております。こちらについ

ても、今回の予算の中で一部計上させていただいている状況でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

他にありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

以上で会計課の審査を終了します。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより議会事務局ならびに監査事務局の審査を始めたいと思います。まず、議会事

務局の方から提案理由の説明を求めます。 

福本課長。 

○議事課長兼監査事務局長（福本美也子君） 

皆さまお疲れさまです。それでは、令和５年度一般会計予算の議事課所管分について

ご説明申し上げます。議事課所管分の歳入歳出の合計額は、歳入は１３万３,０００円、

歳出は職員の人件費を除き１億１０９万７,０００円でございます。それでは、歳入から

ご説明を申し上げます。予算に関する説明書の３６、３７ページをお願いいたします。

２０款５項１目雑入の上から８行目、議会運営・議会活性化調査研究視察経費補助金１

３万３,０００円が議事課所管分です。こちらは、長崎県町村議会議長会が主催する議長

および事務局職員の研修経費について県議長会から３分の２の補助を受けるものです。



歳入は以上になります。 

続きまして歳出です。４２、４３ページをお願いいたします。１款１項１目議会費に

なります。主なものについて説明をいたします。１節報酬は議長以下１６名分の議員報

酬と事務補助パート２名分の報酬を計上しております。パート報酬につきましては、時

間単価が９０２円から９２６円に上がっております。２節給料および３節職員手当等の

上から９行目までの諸手当、そして４節共済費の１行目の共済組合負担金は議会事務局

長以下職員４名分の人件費となります。３節の職員手当等の一番下の議員期末手当につ

きましては、令和５年度の支給割合は３.３月となっておりまして、前年度予算と比較い

たしまして２６万８,０００円減額となっております。４節共済費の上から３行目の議員

共済会給付費負担金につきましては負担率が０.３３２から０.３１５に引き下げられた

ことによりまして、前年度と比較しまして１３３万３,０００円の減額となっております。

８節旅費から１８節負担金、補助及び交付金までにつきましては経常経費でございます。

内容について例年と大きな変更はございませんけれども、１０節需用費の消耗品費につ

きましては議員の改選に伴い執行が見込まれる経費につきまして計上しておりまして、

前年度と比較し１４万８,０００円増額となっております。説明は以上となります。ご審

査方よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

それでは引き続き、監査事務局の説明をお願いします。 

福本課長。 

○議事課長兼監査事務局長（福本美也子君） 

続きまして令和５年度一般会計予算の監査事務局所管分についてご説明申し上げます。 

歳入はございません。歳出につきまして、予算に関する説明書８４、８５ページをお願

いいたします。８４、８５ページの一番下段から次の８６、８７ページの上段が監査事

務局分でございます。２款６項１目監査委員費１節報酬は、監査委員２名分の報酬です。

２節給料、３節職員手当等、４節共済費につきましては、職員１名分の人件費でござい

ます。８節旅費から１８節負担金、補助及び交付金までにつきましては例年どおりの経

常経費でございます。説明は以上です。ご審査方よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので質疑に入りますが、まず議事課の方です。歳入歳出いずれで

も結構です。質疑はありませんか。よろしいですか。 

質疑なしと認めます。 

次に、監査事務局の方、こちら歳出だけでしたけれども質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。質疑を終了します。 

以上で議会事務局ならびに監査事務局の質疑を終了いたします。皆さまお疲れさまで

した。 

引き続き、補正の分の議会事務局分を残しておりましたので、そちらの方に入り次第、



補正そして一般会計予算の結審の方に入っていきたいと思います。 

まず、補正予算の提案理由の説明を求めます。 

福本課長。 

○議事課長兼監査事務局長（福本美也子君） 

それでは、議案第７号令和４年度長与町一般会計補正予算（第９号）につきまして、

議事課所管分の説明をいたします。 

今回は全て減額の補正でございます。歳入はございません。予算に関する説明書の２

０、２１ページをお願いいたします。歳出の１款１項１目議会費１節報酬の議員報酬お

よび４節共済費の議員共済会給付費負担金は、議員数が１６名から１５名となったこと

による１名分の減額です。また、３節職員手当等の議員期末手当につきましては、１名

分の減額に加え、期末手当の支給割合の改正により生じました不用額についても併せて

減額いたしております。８節の旅費につきましては、主に新型コロナウイルスの影響に

よりまして所管事務調査や研修、会議等が取り止めになったことによる不用額を、職員

分、議員分それぞれ減額させていただいております。説明は以上です。ご審査方よろし

くお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりました。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで議案第７号令和４年度長与町一般会計補正予算（第９号）

の質疑を終了いたします。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これから結審を行います。 

まず、議案第７号令和４年度長与町一般会計補正予算（第９号）の件を行いたいと思

います。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第７号令和４年度長与町一般会計補正予算（第９号）の件を採決しま

す。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

それでは引き続き、議案第１４号の結審に移ります。 



議案第１４号令和５年度長与町一般会計予算の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、本会議で分割付託されました議案第１４号令和５年度長与町一般会計予算

の件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

本日の審査は全て終了です。本日はこれで閉会します。お疲れさまでした。 

（閉会 １５時５０分） 


